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1 は じ め に

わが国の手形利用においては，中小・中堅企業（以下「中小企業」とい

う。）が，金融機関から，手形割引，手形貸付などを通じて，信用供与を

受けるという金融取引としての手形取引が一般化し，手形の取得者は，ほ

とんどが金融機関であり，手形が見知らぬ者の間を転々流通するという実

態は失われつつある1)。手形が不渡りになった場合，手形買戻請求権とい

う取引約定による自己防衛手段を有する金融機関に対し，「取引の安全」

の名のもとに，民法による保護以上に手形法上特別の保護を与えるべきか

については，一考を要するところである。

また，近年，社債券，CP（Commercial Paper），株券については，社債

等の振替に関する法律等の改正により，次々とペーパーレス化が図られて

おり，手形についても，ペーパーレス化（電子化）に関する本格的な研究

成果や電子債権構想も公表され2)，「電子債権法（仮称）」制定の動きもあ
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る（韓国では，既に立法化されている。）。新しい電子債権システムに対す

る取引社会のニーズは高まりつつある一方で，その内容は今なお流動的な

状況にある。

このように，中小企業中心の金融手段となっている，近年の手形取引に

おいて，また，手形の電子化という将来の制度設計において，手形制度の

目的である「取引の安全」の内容・程度を再考してみることにより，「取

引の安全」を根拠とする手形法上の様々な善意者保護理論を再検討し，さ

らには，将来の電子手形の設計における善意者保護のあり方を考える上で，

何らかの新しい示唆を得られるのではないかと考える。

以上の問題意識から，本稿では，交付欠缺と並んで手形（以下，特に断

らない限り，約束手形をいう。）の非正常発行とでもいうべき，手形意思

表示の瑕疵・不存在（以下，両者を併せて「瑕疵」という。）の問題を取

り上げ，「取引の安全」の見地から，民法の「強迫」と「錯誤」の規定の

適用を否定ないし制限すべきであるとする善意者保護理論を検討の対象と

し，現実の裁判実務や手形流通の実態を考慮に入れながら，「内的視点」

──裁判実務を担当する裁判官の視点──と，「外的視点」──制度設計

を担当する政策立案者の視点──の両面から考察を加えて，手形行為と民

法の適用関係──ひいては，将来の電子手形の設計と民法の適用関係につ

いて──，これまでとは異なった角度から光を当てて検討することとした

い。

本稿では，手形法上の手形についての法的ルールを中心に論じ，電子手

形の問題については，簡単に言及するにとどめる（なお，「電子手形」と

いう場合，振出人・裏書人が，決済金融機関を通じて，登録機関に受取

人・被裏書人の ID，手形金額，支払期日などを入力したデータを送信・

登録することによって，他方，受取人・被裏書人が，同様の方式で，これ

らの情報を受信し，承諾のデータを送信・登録することによって，それぞ

れ，振出・裏書のデータを確定させるシステムを想定する。）。
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2 手形意思表示の瑕疵をめぐるこれまでの議論の
状況とその問題点

手形行為は，意思表示を要素とする法律行為である。そうすると，手形

意思表示の瑕疵の問題は，手形法及び商法にこの点に関する明文規定を欠

く以上，本来，一般法である民法の全面適用及び民法の法律行為論という

基礎理論に基づいて解決が図られるべきものである。民法96条１項は，

「強迫による意思表示は，取り消すことができる。」とし，明文の第三者保

護規定を置いていないが（同条３項と対照），これは，強迫は，詐欺と異

なって回避不能であり，表意者の帰責性が極めて小さいことに基づいてい

るからであり3)，そうであれば，強迫による取消の手形抗弁は，制限能力

者の保護との均衡からも，善意の第三者にも対抗できる物的抗弁であると

解することになるはずである（意思主義)4)。他方，民法95条は，「意思表

示は，法律行為の要素に錯誤があったときは，無効とする。ただし，表意

者に重大な過失があったときは，表意者は，自らその無効を主張すること

ができない。」と規定しており，明文の第三者保護規定を置いていないの

で（民法96条３項と対照），この場合，錯誤の手形抗弁は，原則として，

善意の第三者にも対抗できる物的抗弁であると解することになるはずであ

り（意思主義），第三者が保護されるとすれば，表意者に「要素の錯誤」

がない場合，又は，重過失がある場合（表示主義）に限られることになる。

瑕疵ある手形意思表示に，手形理論につき，交付契約説5）の立場（筆者は，

法律行為の原則型は契約であることから，手形理論に関しては，交付契約

説が正当であると考える。）から，上記のとおり，民法の法律行為論に忠

実に，民法の全面適用を肯定する全面適用説6）は，少数説にとどまってお

り，「取引の安全」の見地から，民法の適用を修正ないし排除する，修正

適用説，適用排除説が通説7）であるといってよい。

また，判例（判決例の意味。以下同じ。）も，強迫（絶対的強迫を除
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く。）による手形行為及び錯誤による手形行為に，民法の規定を適用しつ

つ，対第三者の事案における第三者との関係では，その無効は当事者間の

人的抗弁にすぎないとして，悪意と証明されない第三者には，その手形抗

弁を対抗できないとする修正適用説的立場であると思われ，これが判例準

則でもある（【強迫による手形行為に関する判例一覧】の③， ， ，

（ただし，悪意の抗弁の対抗を認めたケース）， （ただし，詐欺取消につ

き，悪意の抗弁の対抗を認めたケース），【錯誤による手形行為に関する判

例一覧】 ， ， ， （ただし，悪意の抗弁の対抗を認めたケース），

。以下，この の最判昭 54・9・6 民集33巻５号630頁を「昭和54年最

判」という。)8)。

しかし，判例・通説において，民法の全面適用が真に「取引の安全」を

著しく害し，手形の流通性と相容れない結論しか導けないものなのかが綿

密に検討された形跡はうかがえない9)。これまでの議論は，強迫・錯誤に

よる手形行為の場合，手形債務者が強迫を受けたり，要素の錯誤に陥った

りしたことを議論の所与の前提とした上で，強迫・錯誤の民法規定の全面

適用は，第三者保護規定を欠くために「取引の安全」を害することになる

はずだと抽象的・直感的に論じて，民法規定の適用をいかに修正ないし排

除するのが理論構成上相当であるかということに腐心してきたものであり，

そもそも，議論の前提部分の検証が極めて不十分であったように思われる

のである。

そこで，手形法・民法の裁判規範性を前提とする，裁判実務を担当する

裁判官の内的視点からすると，まず，議論の出発点として，手形債務者が

強迫を受けたり，要素の錯誤に陥ったりしたことを所与の前提とするので

はなく，どのような場合に，裁判実務上，手形行為について「強迫」「要

素の錯誤」があったと判断（認定）できるのかという判断（認定）枠組み

（判例準則）を，一連の判例群を分析して実証的に明らかにする作業から

始めなければならない。次に，そのような判断（認定）枠組みを前提とし

て，民法の価値判断に従ったルールによる場合，許容できないほどの「取
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引の安全」を害する事態が発生するのか否か（「強迫」の場合），仮に，

「取引の安全」に一定の配慮が必要であるとしても，民法の解釈論だけで

は十分でなく，手形法的な解釈論的修正を施す必要性が存するのか否か

（「錯誤」の場合）が検討されなければならない。以上を通じて，民法規定

の全面適用を前提とした，手形債務者（被告）からの「強迫」「錯誤」の

手形抗弁の主張が，手形をめぐる訴訟において，手形所持人（原告）に著

しい不利益を与え，「取引の安全」を害するのか否かが実証的に検証され

なければならないと考える。

他方で，手形法・民法の行為規範性を前提とする，制度設計を担当する

政策立案者の外的視点からすると，上記のような裁判の当事者に限定した

部分均衡的な最適解決という点だけでなく，その訴訟における解決が裁判

外の一般の人々に与える影響（外部効果）という点を考慮に入れた上で，

手形行為への民法の全面適用というルールの設計が，取引社会（市場）で

行動する人々にどのようなインセンティブ（誘因，刺激）を与えるのか，

また，取引社会からの「取引の安全」の要請に反するのか否か，つまり，

取引社会におけるリスク10）配分として相当か否かが，理論的・分析的に

検討されなければならないと考える。

以下，「強迫」（→３），「錯誤」（→４）の順で，瑕疵ある手形行為につ

き，判例準則を明らかにした上で，内的視点（主として要件事実論11)・事

実認定論的視点）及び外的・政策的視点（主として経済学的視点）から，

若干の考察を行い，本稿の主張を総括する（→５）。電子手形の問題は，

必要に応じて言及し，最後にその設計上の要点を述べる（→５）。

3 強迫による手形行為

1) 内的視点からの検討

ア 強迫とは，一般に，違法に害悪を示して畏怖を生じさせる行為をい

う。このような「強迫」による手形行為についての裁判実務上の判断（認
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定）の枠組みから検討する。

【強迫による手形行為に関する判例一覧】 ①～ の各判例を総合すれば，強

迫行為の判断（認定）の枠組みに関する準則は，強迫の当事者間では，原

因関係に対する強迫（④，⑨， ）と手形行為に対するそれとを区別した

上で，強迫者が被強迫者に対して正当な権利を有しているか否か，また，

強迫の具体的態様（強迫者側の事情，強迫の時間・場所・方法，被強迫者

側の事情など）を総合して，強迫の故意（二段の故意）に基づく違法な強

迫行為か否かを判断するというルールであると一般化できる。

上記①～ のうち，手形行為に対する強迫行為が認められたものは，そ

のほとんどが強迫の当事者間の事案（⑥，⑧～⑩， ， ， ・ ， ）

であり，このことは，「取引の安全」への配慮が必要ない場合に強迫行為

の認定がされていると見ることができる。逆に，対第三者の事案で，強迫

行為が認定されるためには，よほど強度の強迫行為であるか（ ），第三

者が悪意の場合（ ）でなければならず，そうでなければ，強迫行為が否

定されており（⑤， ， ），このことは，「取引の安全」への配慮が働い

ている結果と見られなくもない。このように，裁判実務上，「取引の安全」

が問題となるケースでは，強迫行為の事実認定が厳格になされていること

が窺われる。ところで，民事訴訟における事実認定は，証明の閾値である

「証明度」（定数）と審理結果の確実性である「解明度」（変数）を軸とし

て展開されるところ12)，裁判実務上，強迫行為の事実認定が厳格であると

いうのは，裁判官が，「取引の安全」保護を含む係争利益の重大性ゆえに，

手続的コストをかけてでも審理を尽くし，仮に新たな証拠が出現しても強

迫行為があったという心証にほぼ変動がないと確信できなければ，強迫行

為の事実認定をしない（つまり，強迫行為についてのかなり高い「解明

度」──「証明度」ではない──を求めている）ということであろう。上

記のルールの下では，「取引の安全」を犠牲にしてでも，保護に値する被

強迫者か否かという観点から，強迫行為の判断（認定）が絞り込まれてお

り，このような強迫の厳格な判断（認定）によって，間接的にではあるが，
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「取引の安全」への配慮がなされているといえよう。

筆者の限られた範囲の裁判実務の経験に照らしても，手形金請求関連訴

訟において，強迫による取消の手形抗弁が主張された事案を経験したこと

はないし，手形金請求以外の請求を訴訟物とする通常の訴訟において，強

迫による取消の抗弁の主張がされた事案も，数えるほどしか経験したこと

がない（そのいずれも強迫による取消の抗弁を排斥した。）。

この点，東京地裁民事第７部における手形抗弁の実情が参考になる。平

成12年中の同部の判決のうち，盗難手形事件を除いた，裁判所が判断を示

した54の判決について，主張された数82（１つの事件につき複数主張あ

り）のうち，裁判所が判断を示したものが71，所持人勝訴数は45，その勝

訴率は63.38％であり，そのうち，意思表示の瑕疵については，以下のと

おりであった13)。

上記の表から，手形訴訟事件における意思表示の瑕疵の抗弁は，詐欺・

錯誤が多く，強迫は主張されておらず，意思表示の瑕疵の抗弁自体が裁判

所に認められにくい（意思表示の瑕疵の抗弁の所持人勝訴率は，75％であ

り，所持人勝訴率の平均63.38％より高くなっている）ことが分かる。も

とより，上記調査は，資料の制約やサンプル数等の問題もあろうが，裁判

実務の一般的傾向を知る手掛かりにはなると思われ，上記データは，筆者

の実務感覚にも合致する。

このように，実務上，手形をめぐる訴訟において，強迫による取消の手
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主張類型 主張された数 判断された数 所持人勝訴の数 所持人勝訴率

詐欺・詐取 12 9 8 88.89％

錯 誤 6 5 3 60.00％

虚 偽 表 示 1 0

民法93条た
だし書類推

2 2 1 50.00％

小 計 21 16 12 75.00％

総 計 82 71 45 63.38％



形抗弁が主張される事案は多くはなく，いわんや，これが採用される事案

は，相当限定されるのではないかと推測され，手形行為に民法の強迫の規

定を全面的に適用すると，裁判実務において，手形所持人の利益を侵害し，

「取引の安全」を著しく害するといえる実態が存するのか大いに疑問であ

るように思われる。

イ 上記の検討に加え，近時の判例及び民法学の学説の傾向を参照する

と，表意者が強迫による取消の意思表示をした後，手形を取り戻せるのに

それを怠り，第三者が出現したという場合であれば（取消後の第三者の

ケース），表意者にも，わずかながら帰責性を認めることができるので，

不作為による後発的な虚偽表示状態の一種と見て民法94条２項類推適用に

よる善意者保護14）を考えることも可能であろう。

【ブロック・ダイアグラム】

Stg－ＸのＹに対する手形金請求権（手形の流れは，Ｙ→Ａ→Ｘとする。Stg：訴

訟物，Kg：請求原因，Ｅ：抗弁，Ｒ：再抗弁，Ｄ：再々抗弁。以下同じ。）
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(判例の立場)
Kg

Ｘの裏書連続手形所持
Ｙの手形振出 Ａ→Ｙ，故意による違法な強迫行為

Ｙ，上記強迫の結果，畏怖し，手形振出
Ｙ→Ａ，取消の意思表示
ＸがＡの強迫につき悪意であること

Ｅ（強迫）

(自説─民法94条２項類推適用論の立場)
Kg

Ｘの裏書連続手形所持
Ｙの手形振出 Ａ→Ｙ，故意による違法な強迫行為

Ｙ，上記強迫の結果，畏怖し，手形振出
Ｙ→Ａ，取消の意思表示

Ｅ（強迫）

Ｙの帰責性
Ｘ，取消後の手形取得者
ＸがＡの強迫につき善意・
無過失であること

予備的 Kg（民法94条２項類推適用論）



ウ 以上の検討に照らすと，裁判実務上，強迫による取消の手形抗弁は，

──そもそもその主張自体が多くはないと思われるが──，その判断（認

定）枠組みが厳格であるという性質上，広範に認容されるようなものでは

なく，さらに，手形法ではなく，民法の解釈論自体からも，民法94条２項

類推適用論による善意者保護の可能性があることをも考え合わせると，民

法96条１項を全面適用し，強迫による取消の手形抗弁を物的抗弁として，

原則として，善意の第三者にも対抗できるとする解釈をとっても，手形所

持人（原告）に著しい不利益を与え，個別具体的な正義に反し，「取引の

安全」を害することになるとまではいえないように思われる。かえって，

このような裁判実務の一般的傾向下で，強迫による手形行為であると認定

されるケースの被強迫者は，真に保護に値する者といえるから，私的自治

及び自己決定権の回復の観点から，この者を保護することこそが裁判の正

義に適うといえるであろう。

したがって，被強迫者の保護を「取引の安全」に優先させている民法の

価値判断を修正して，被強迫者に虚偽表示に類する帰責性がある場合でも

ないのに，一般的に，善意の第三者を保護し，「取引の安全」を図ろうと

する判例・通説は，相当とはいい難いというべきである。

2) 外的視点からの検討

ア 強迫による取消の手形抗弁を善意の第三者には対抗できない（つま

り，「取引の安全」を優先する）ルール設計（判例準則）の合理性につい

て検討を加える。

「取引の安全」とは，リスク配分という観点から見た場合，取引の瑕疵

から生ずるリスクを取引関係に入った善意の相手方・第三者には配分しな

いとする考え方をいうものと定式化でき，「取引の安全」保護が正当化さ

れるためには，そのようなリスク配分が相当でなければならないことはい

うまでもない。このことを瑕疵ある手形行為に即していうと，非正常な手

形発行という「事故」に関するリスク配分の相当性の問題であると捉える
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ことができる。「事故」によって生ずる社会的費用は，次の３つのカテゴ

リーに分類できる。① 事故費用（事故による損害及び事故防止費用），②

損害負担コスト（①の事故費用の負担が特定の者（グループ）に集中する

など，これを社会構成員に分配することから生ずる所得分配の公平性の歪

み），③ 制度の管理コスト（誤判による損害等のエラー・コスト，紛争処

理に要する費用である紛争解決コスト）である15)。これらの①～③の社会

的費用の総和を最小化する制度（ただし，①～③の低減という目標は，そ

れぞれトレードオフの関係に立つことがある）が社会的余剰を大きくする

最も望ましい効率的な制度といえ，常に「取引の安全」を保護することが

社会的に望ましい訳ではない。

①の事故費用を低減するためには，市場原理を用いた分権的方法と，国

家権力による集権的方法（例えば，刑事罰による抑止策。強迫についてい

えば，刑法222条，223条，249条等）とがありうるが，前者の方法による，

望ましい制度設計のための政策的決定の理論として重要なものは，「コー

スの定理｣16)である。

「コースの定理」とは，取引費用17）がゼロであれば，法制度の内容い

かんにかかわらず，当事者間の自主的取引交渉により，効率的資源配分を

実現できるとする定理のことをいう。この「コースの定理」からすると，

取引費用がゼロでなければ，法制度が定める権利の初期配分が効率的資源

配分に影響を与えることになり，その場合には，取引費用を最小化するよ

うな制度設計をすべきであるという規範的含意が導かれる。取引費用を最

小化するように，権利の初期配分を定めるためには，ａ「リスクの回避費

用が最も少ない者（最安価費用回避者，cheapest cost avoider）に責任を

配分せよ｣18)，あるいは，ｂ「権利実現の取引費用が少ない者に権利実現

の責任を配分せよ。｣19)（ａ又はｂにより，取引費用を節約でき，権利者と

の間の取引交渉が促進され，社会的費用の最小化（外部費用の内部化）が

実現される）というガイドラインが導かれる。

ＹがＡの強迫行為により手形を振り出し，ＡがＸに手形を裏書した事例
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（手形の流れは，Ｙ→Ａ→Ｘ。Ａの資力に問題がなく，かつ，Ａの強迫の

有無は100％証明されるものとする。）で考えた場合，上記ａのとおり，最

安価費用回避者に外部費用を負担させて内部化させることが考えられるが，

被強迫者Ｙは，強迫回避について，最安価費用回避者であるとはいい難い

し20)，他方で，第三者Ｘが善意であれば，強迫による手形振出であること

の調査の困難さを考えると，そのような手形の取得回避について，最安価

費用回避者であるともいい難いことになる。

取引費用がゼロであれば，「コースの定理」により，ＸとＹは，いずれ

もＡから手形金の回収を図ることができ，最終的に損失を被ることはない

が，現実には，Ｙ─Ａ間の取引費用の方が，Ａ─Ｘ間のそれよりも大きい

と推定されるから（例えば，【強迫による手形行為に関する判例一覧】の

強迫者は，暴力団関係者（④， ），債権取立業者（ ），金融業者（ ，

）等であり，被強迫者の取引費用は高いと考えられる。），ＹのＡからの

手形金の回収の方がＸのＡからのそれよりも困難といいうる21)。そうする

と，善意の第三者を保護するルールの下では，Ａは，自らが被強迫者に直

接権利行使をすると，抗弁の対抗を受けてしまうので，善意の第三者に手

形を譲渡し，その者から権利行使をさせることにより，自己が権利行使を

できたのと同一の結果を受けようとして，善意の第三者に手形を譲渡する

ことにより，利得を保持しようとするインセンティブを持つことになるか

ら22)，Ａの強迫行為の抑止が図られないことになる。したがって，上記ｂ

のとおり，権利実現の取引費用が大きくなる被強迫者Ｙに権利（手形金の

支払を免れる権利）を配分し，その取引費用が小さくなる第三者Ｘにリス

クを配分すれば，最終的にＡの利得は剥奪されて強迫行為が抑止され，効

率的なルールを設計できることになる。よって，Ｙに初期の権利を配分し，

善意の第三者保護ルールを採用しないことが効率的である。

イ このことは，②の社会的費用，すなわち，損害負担コストの低減の

観点からも説明できる。手形による信用供与は，リコース型ローンの一種

であり，手形取得者Ｘは，裏書人Ａに対する遡求（手形法43条以下，77
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条），あるいは，金融機関であれば，取引約定による手形買戻請求によっ

て，そのリスクをＡに転嫁できる手段を有しているのに対し，振出人Ｙは，

そのような手段を有していない。したがって，強迫により振り出された手

形の取得者Ｘは，損失分散の観点から，リスクを負担すると解されるので

ある。また，前記１のとおり，現在の手形が主として金融手段として利用

され，手形取得者のほとんどが金融機関であることを考えると，損失分散

能力の高い金融機関の方が，損害負担コストが小さいともいえるであろ

う23)。

ウ 他方で，Ａの強迫の有無が100％証明されるとの前記アの仮定を緩

めると，真実，強迫を受けたかどうかは第三者には観察困難であることか

ら，上記の考え方は，かえって，手形債務者に，強迫による取消の手形抗

弁を濫用するインセンティブを与え，モラル・ハザードを生じさせ，③の

社会的費用（制度の管理コスト──エラー・コスト，紛争解決コスト）を

大きくしないかが問題となる。しかし，手形債務者（振出人）は，現在の

統一手形用紙，手形交換所の運用の下では，２号不渡り事由に関して，異

議申立預託金の預託をしなければならず，さらに，訴訟において，強迫に

よる取消の手形抗弁を主張しても，前記３，1)，アのとおり，強迫の判断

（認定）は厳格である上（裁判実務上の「強迫」による手形行為の判断

（認定）の枠組みは，モラル・ハザードの抑止，エラー・コストの低減と

いう観点から合理的であると認められる。），そもそも，手形訴訟において

は，証拠調べが制限されているから（民訴法352条），手形債務者は，資金

不足を，虚偽の強迫による取消の手形抗弁でカバーすることはできず，③

の社会的費用の増大の懸念は杞憂であるように思われる24)。

エ 結局，強迫による手形行為につき，善意者を保護しない（つまり，

「取引の安全」を優先しない）ルール設計が，社会的費用のうち，①と②

を小さくし，③を大きくしないので，その総和を小さくするものとして，

効率的であると考える。
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3) 小 括

以上のとおり，強迫による手形行為に民法を全面的に適用するルール設

計は，内的視点から相当であるといえるだけでなく，非正常な手形発行と

いう「事故」に関する社会的費用の総和を最小化するという外的視点から

も，相当であるといえると考える。

上記の内的・外的視点からの検討結果によれば，強迫による電子手形の

発行についても，民法96条１項の全面適用を肯定してよいと考える（電子

手形行為は，前記１で想定するシステムを前提とすれば，一種の「交付契

約」であり，民法の一般原則の適用を受けると考える。）。例えば，手形債

務者が，強迫を受けて，電子署名したデータの送信を強要されたような場

合，手形債務者は，民法96条１項により，電子的意思表示を取り消し，善

意の手形取得者との関係でも保護されることになろう。もっとも，そのよ

うにいえるためには，電子手形の設計として，リスクの回避費用・取引費

用の小さい者は誰か，リコース型とされているか否か，制度利用者として，

中小企業，金融機関が予定されているか否か，不渡りに関するルールはど

のような内容か等の検討が前提とされよう。

4 錯誤による手形行為

1) 内的視点からの検討

ア 錯誤とは，一般に，意思（内心的効果意思）と表示（表示的効果意

思）との間に不一致があり，かつ，これを表意者が知らないことをいう。

このような「錯誤」による手形行為についての裁判実務上の判断（認定）

の枠組みから検討する。

【錯誤による手形行為に関する判例一覧】 ①～ の各判例を総合すれば，錯

誤の主張の当否をめぐる判断（認定）の枠組みに関する準則は，手形意思

表示の不成立（ ・ ）の問題と錯誤のそれとを区別した上で，後者の場

合，錯誤の当事者間では，原因関係に対する錯誤（ ）と手形行為に対す
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るそれとをさらに区別し，手形行為に対する錯誤のうち，動機の錯誤は，

要素の錯誤ではない（原因関係に対する錯誤である）としてこれを除外し

（①，③，④，⑥，⑧～⑩， ， ， ， ， 。ただし， は，表示さ

れた動機の錯誤は要素の錯誤たりうるという。），「要素の錯誤」（手形行為

の主要な内容の錯誤・⑫）たりうるものは， 表示機関の誤伝（ ， ，

）， 手形認識の欠如（ 。 ・ は，錯誤の問題とすればこの類型），

手形要件の誤記・誤認（ ・ ）の各類型（いずれも，講学上の表示

錯誤）に限られるとして，要素性の厳格解釈により錯誤無効の主張を制限

するというルール25）であると一般化できる。

判例上，問題となっているものは，そのほとんどが動機の錯誤に関する

事案であり，要素の錯誤であると認められたものの中にも，理論的には動

機の錯誤にすぎないと考えられるものもある（②， ）。手形行為の動機

は，手形外の事情にすぎず，手形行為の書面行為性に照らし，たとえ，そ

の動機が相手方に表示されていても，手形行為の内容とはならないから，

手形行為の効力に影響を及ばさないと解すべきである26)（したがって，上

記 は，相当ではない。なお，動機の錯誤が，原因関係上の人的抗弁とし

て，相手方及び悪意者に対抗できる場合があることは，別論である。 ）。

上記のルールの下では，手形行為に民法を全面的に適用しても，手形行

為の書面行為性を考慮した「要素の錯誤」の法的判断を通じて，錯誤によ

る無効主張が認められる例は，かなり限定され，「取引の安全」に相当配

慮可能ではないかと推測される27)。

イ もっとも，錯誤による手形抗弁においては，強迫によるそれと比較

すると，本人の帰責性は決して小さくはない上，裁判で主張されることも

多く，それなりに認容されているという前記３，1)，アの手形抗弁の実情

（筆者の実務感覚も同じである。）も併せ考慮すると，要素性の厳格解釈に

とどまらない，より積極的な「取引の安全」への配慮は必要であろう（そ

の意味で，錯誤による手形行為の無効を，善意の第三者には対抗できない

とする前記２の判例準則（通説）も結論的には妥当性を有している。)28)。
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この点，判例には，民法95条ただし書の表意者の重過失により手形（小

切手）行為における錯誤無効の主張を制限し，所持人の利益に配慮するも

のがあり（ ， ），同条ただし書は，現実に「取引の安全」機能を営ん

でいる。また，同条ただし書は，民法起草者によると，表意者が重過失に

基づいて錯誤に陥った場合，相手方に損害賠償請求権を認めても往々にし

てその基準が不確実であり，十分な賠償を得させることが極めて難しいこ

とから，むしろ，実際上の便宜を考え，表意者に損害が生じさせた後これ

を賠償させる代わりに，表意者に錯誤無効の主張を許さないこととして，

一種の損害賠償として，本来の契約を履行させ，「取引の安全」を図ろう

としたものであるとされており，民法起草当初から，その制度設計として，

「取引の安全」機能を営むことが想定されていたものである29)。

このような民法起草者の考え方を発展させていくと，次のような帰結が

導かれる（以下では，善意・悪意の対象は，錯誤についてである。）。すな

わち，悪意の相手方に対しては，表示に対する信頼が侵害されたことによ

る損害が発生しない訳であるから，民法95条ただし書は適用されないこと

になる30)。また，表意者と相手方とが同一事項について錯誤に陥っている

双方錯誤（相手方が，表意者と同一内容の錯誤に陥っている共通錯誤と，

それぞれの錯誤の内容が異なる相互錯誤とがありうるが，以下では，共通

錯誤の場合を念頭において論ずる。）の場合，相手方は，善意ではあるが，

表示に対する信頼が侵害される訳ではないので，上記と同様，民法95条た

だし書は適用されないことになる31)。

さらに，民法起草者の考え方を前提に，錯誤による無効と第三者（転得

者）との関係を考えると，重過失ある表意者は，直接の相手方が悪意（又

は共通錯誤に陥っている場合）であっても，第三者が善意であれば，一種

の損害賠償責任の履行という趣旨からすると，錯誤無効の主張は許されず，

第三者の契約の有効性に対する期待を保護するのが妥当であろう。他方，

重過失ある表意者は，直接の相手方が善意であれば（ただし，共通錯誤の

相手方の場合を除く。），一種の損害賠償責任の履行として，直接の相手方
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には契約の履行をしなければならないから，たとえ，第三者が悪意でも，

錯誤無効の主張をすることは許されないと考えるべきである（絶対的構

成)32)。このような考え方からすると，重過失ある表意者が，第三者に対

して，錯誤無効を主張するためには，直接の相手方の悪意（又は共通錯誤

に陥っていること）のみならず，第三者の悪意も主張しなければならない

ことになろう。

ウ 以上のような民法起草者の考え方を中心とする民法の解釈論を前提

に，錯誤による手形行為を考えると，「重大な過失」とは，表意者の職業，

行為の種類・目的などに応じて，一般人を基準として，普通になすべき注

意義務を著しく欠くことをいうから，手形行為の性質（商法501条４号参

照）及び統一手形用紙における約束手形用法（手形の振出にあたっては，

金額，満期等を明確に記入することなどが求められている。）などに照ら

すと，金額，満期などの重要な手形要件の誤記・誤認33）のケースでは，

一般人を基準とすると，表意者に重過失があるといってよく，錯誤の手形

抗弁の要件事実としては，表示錯誤（要素錯誤）のＥが，Ｒである重過失

の評価根拠事実を不可避的に不利益陳述しているため，Ｄである相手方の

悪意（又は共通錯誤に陥っていること34)）及び第三者の悪意をせり上げて

主張しなければならないことになる。

したがって，民法の全面適用説の立場から，判例・通説のとる善意の第

三者保護ルールとほぼ同内容のルールを民法の解釈論（要件事実論）とし

て無理なく導き出すことができるから（【錯誤による手形行為に関する判

例一覧】のうち，手形行為の要素の錯誤を肯定する， ， ， ， ，
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Kg E R D（悪意）

法律行為 要素錯誤 重 過 失

第三者の悪意

相手方の悪意

相手方との共通錯誤
or



・ は，いずれも手形行為者に重過失を肯定できる事案であり，善意者

には錯誤無効を対抗できない事案である。），錯誤による手形行為について，

民法とは異なる独自の利害調整点を設定する必要はないというべきである。

昭和54年最判の事案（共通錯誤の事案， ・ ）において，判例と自説

の結論を対照すると，以下のブロック・ダイアグラムのとおりとなる（こ

こでは，昭和54年最判の当事者の主張や争点から離れて検討を加える。昭

和54年最判の事案では，裏書人の重過失の存否や当事者間の共通錯誤（事

実的理解）の抗弁の成否等は争点とされていない。）。

筆者は，昭和54年最判の事案では，手形意思表示の要素としての1500万

円という手形金額の表示は，不可分であるから，たとえ，Ｙ（第１裏書
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(判例の立場)
Kg

Ｙ，Ａ名義の1500万円の手形に裏書
Ｘの裏書連続手形所持
Ｙ，拒絶証書作成免除

(自説)
Kg

Ｙ，Ａ名義の1500万円の手形に裏書
Ｘの裏書連続手形所持
Ｙ，拒絶証書作成免除

予備的Kgの不利益陳述

Ｙ→Ｂの裏書の際，Ｙ・Ｂ間で，
金額150万円の手形とする旨の合
意が成立していること

Ｅ（錯誤─一部抗弁）

【ブロック・ダイアグラム】
　Stg－ＸのＹに対する遡求（償還）義務の履行による手形金請求権（手形の流れは,
　Ａ→Ｙ→Ｂ→Ｘとする）

Ｙ→Ｂの裏書の際，Ｙ，150万円と錯誤
Ｂ→Ｘの裏書の際，Ｘ，Ｙ錯誤に悪意

Ｅ1（錯誤）

Ｙ→Ｂの裏書の際，Ｙ・Ｂ，150万円と錯誤
（Ｙの重過失の不利益陳述）
Ｂ→Ｘの裏書の際，Ｘ，Ｙ錯誤に悪意

Ｅ2（当事者間の事実的理解（人的抗弁）
　　　─一部抗弁)35)

Ｙ→Ｂの裏書の際，Ｙ・Ｂ，150万円と錯誤
（当事者間の事実的理解）
Ｂ→Ｘの裏書の際，Ｘ，Ｙ・Ｂの錯誤に悪意



人）に150万円の限度で手形債務負担意思があったとしても，150万円以下

の部分に錯誤がないとはいえず，同最判のとる一部錯誤理論は相当ではな

いと考えるが，そうすると，Ｙの錯誤の手形抗弁は，全部抗弁になるはず

であるところ，その抗弁に，請求の一部（150万円の請求）を根拠付ける

合意（予備的請求原因）を不可避的に含むため，機能的には，一部抗弁的

に作用することになると解し，結果的には，同最判と同一の結論を支持す

る。また，当事者間の共通錯誤（事実的理解）を人的抗弁と解して（「表

示の誤りは害さない」の原則），Ｙは，悪意の手形取得者に対し，手形債

務負担意思がある150万円を超える部分のみ請求を拒絶できると考える36)。

2) 外的視点からの検討

ア 錯誤は，手形行為という経済活動からすると，リスクとみなすこと

ができ，社会的費用を生じさせる。前記３，2)，アのとおり，非正常な手

形発行という「事故」に関する社会的費用（① 事故費用，② 損害負担コ

スト，③ 制度の管理コスト＝エラー・コスト，紛争解決コスト）の総和

を最小化する制度が社会的に見て望ましいといえるので，かかる観点から，

錯誤における「取引の安全」の内容・程度（リスク配分）を検討すべきで

ある。

社会的費用の低減に有効な「コースの定理」は，その適用条件である取

引費用ゼロの仮定が，現実には妥当しないので，「コースの定理」を基礎

としたガイドラインである，「リスクの回避費用が最も少ない者（最安価

費用回避者，cheapest cost avoider）に責任を配分せよ」に照らし，最安

価錯誤回避者は誰かという観点から，錯誤回避費用の大小，錯誤に関する

情報開示の要否37）に応じて，錯誤のリスク（①の事故費用）を，手形債

務者と手形所持人との間で配分すべきことになる（なお，この場合，手形

金の回収に関して，手形債務者と手形所持人の取引費用のいずれが高いか

は，強迫の場合とは異なり，一概にいうことはできない。）。

まず，手形債務者と手形行為の相手方との間の錯誤のリスク配分を考え
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る。

表示錯誤は，表意者（表示機関）の言語使用・認識の失敗に基づくもの

であり，誰にでも起こり得るものである上，あらかじめこれに対処してお

くことは困難であるから，むしろ，錯誤について認識可能性のある相手方

が錯誤の最安価回避者であると考えられ，他方，相手方に，表意者が表示

錯誤に陥っていることの情報（偶然得られた非生産的情報）の開示を求め

ても，情報への投資のインセンティブが損なわれる訳でもないから38)，こ

のような場合，錯誤による手形行為の無効（錯誤によるリスクを相手方に

移転すること）を認めることは合理的である。

ただし，手形行為の表示錯誤の場合，前記４，1)，ウのとおり，通常，

表意者に重過失（民法95条ただし書）があり，この場合は，表意者が最安

価錯誤回避者であると考えられるが，他方で，相手方が表意者の錯誤につ

き悪意であれば，意思と表示の不一致につき知らない重過失のある表意者

と，そのことを知っている相手方とを比較すると，相手方を最安価錯誤回

避者として情報開示を義務付けてもよいから，錯誤による手形行為の無効

を認めることは合理的であろう（なお，双方（共通）錯誤のケースでは，

いずれが，最安価錯誤回避者かは，一概にいうことはできず，具体的事情

いかんによることになろう。昭和54年最判の事案では，第１裏書の相手方

（被裏書人）は，第２裏書時までに錯誤に気付いていたというのであるか

ら，最安価錯誤回避者であるといえる事案である。）。

これに対し，動機の錯誤は，手形債務者の情報の収集・分析の誤りに基

づくものであるから，あらかじめ相手方へのリスク転嫁の合意がなされな

い限り，そのリスクを手形債務者本人に負担させるのが合理的であり，手

形行為では，上記のような合意は，原因関係上の合意にとどまるから，動

機の錯誤が手形行為の無効を来すことはない。このように，表示錯誤と動

機の錯誤とを峻別するルール（裁判実務上の「錯誤」による手形行為の判

断（認定）の枠組み）は，①の事故費用の最小化という観点から，合理的

であると認められる。
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次に，手形債務者と手形行為の第三者との間の錯誤のリスク配分を考え

る（手形の流れは，Ｙ→Ａ→Ｘ。Ａの資力に問題がなく，かつ，Ｙの要素

の錯誤の主張（重過失の不利益陳述を含む。）の当否は100％証明されるも

のとする。以下では，善意・悪意の対象は，錯誤についてである。）。

取引費用がゼロであれば，「コースの定理」により，Ｘ，Ｙは，いずれ

も損失を被ることはないが，現実には，取引費用はゼロではない。そもそ

も，錯誤による手形行為は，強迫によるそれとは違い，他者からの行為の

影響によってではなく，自分自身の意思表示に関する認識判断の誤りに

よって，不完全情報に基づき意思決定（意思表示）をすることであるから，

錯誤の場合，強迫の場合のように，相手方Ａの行為を抑止する必要性はな

く，また，Ｙは，被強迫者と異なり，一定の落ち度（手形行為の表示錯誤

の場合，前記のとおり，通常は，重過失）を有しており，たとえ，直接の

相手方Ａが悪意であったとしても，善意の第三者Ｘと比較すると，最安価

錯誤回避者となりうる。

他方，直接の相手方Ａが善意であれば，重過失ある表意者Ｙは，最安価

錯誤回避者として錯誤のリスクを負担すべきであるから，第三者Ｘが悪意

であったとしても，錯誤無効を主張することは許されない（絶対的構成）。

したがって，善意者を保護するルールにより，一定の場合，表意者に錯

誤のリスクを負担させ，善意の手形所持人を保護することは，①の事故費

用の最小化の観点から，合理的であると認められ，結局，重過失ある錯誤

表意者が，錯誤無効を主張できるのは，Ａ及びＸが悪意である場合など，

これらの者が最安価錯誤回避者としてリスクを負担すべき場合に限られる

ことになろう。

イ 上記アにおいて，手形債務者（中小企業）が①の事故費用を負担す

る場合，手形取得者（金融機関）の損失分散手段ないし能力の点を考える

と（前記３，2)，イ参照），②の社会的費用（損害負担コスト）は，低減

されないことになる（この場合，①と②の社会的費用の低減は，それぞれ

トレードオフの関係に立つ。）。そこで，手形取得者が金融機関の場合，①
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の事故費用を手形の買取価格に転嫁させるという方法も考えられる（日本

のように，メインバンク制を慣行とするところでは，手形金融市場の需要

の価格弾力性が小さいから，コストの価格転嫁も非現実的ではない。）。こ

の方法は，同時に，錯誤表意者に，①の事故費用の一部（確率的な事故費

用）を負担させることになり，事故の確率が高いグループにより大きな費

用負担をさせれば，事故回避のインセンティブを与えることも可能である。

しかし，錯誤の場合，現実にはこのようなカテゴリー化は困難であるし，

もともと錯誤表意者の帰責性が被強迫者と異なり決して小さくはないこと

に照らすと，やはり，善意の手形取得者との関係では，①の事故費用の最

小化の観点から，錯誤表意者に事故費用の全部を負担させ，その事故回避

のインセンティブを与える方策が，総コスト低減の観点からは，有効であ

ろう。

ウ 他方で，Ｙの要素の錯誤の主張の当否が100％証明されるとの前記

アの仮定を緩めると，③の社会的費用（制度の管理コスト）が増大しない

かが問題となるが，手形債務者（振出人）が虚偽の錯誤の手形抗弁を主張

しても，強迫の場合と同様の手続的負担があることによって，その虚偽主

張自体が抑制される。ここでは，錯誤固有の問題として，錯誤による一部

無効の是非が問題となる。判例は，錯誤による裏書については，悪意の第

三者に対しても，その債務負担の意思を超える部分についてのみ，錯誤に

よる一部無効を主張できるにすぎないとする（【錯誤による手形行為に関

する判例一覧】 ， ）。前記４，1)，ウのとおり，共通錯誤の事案

（ ・ ）に関する限り，――その理論構成は別として――判例の結論を

支持できると考えるが，この結論は，表意者に債務負担の意思のある限度

で手形責任を肯定し，紛争の一回的解決による紛争解決コストを低減する

ものであるから，効率的であろう。

エ 結局，錯誤による手形行為につき，善意者を保護する（つまり，

「取引の安全」を優先する）ルール設計が，社会的費用のうち，②との関

係では問題があるが，①を小さくし，③を大きくしないので，その総和を
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小さくするものとして，効率的であると考える。

3) 小 括

以上のとおり，錯誤による手形行為に民法を全面的に適用することがで

き，この帰結は，判例・通説の結論とほぼ同様のものになると考える。し

たがって，錯誤による手形行為に民法を全面的に適用するルール設計は，

「取引の安全」の要請に反せず，内的・外的視点のいずれからも，相当で

あると考える。

上記の内的・外的視点からの検討結果によれば，錯誤による電子手形の

発行についても，民法95条の全面適用を肯定してよいと考える。例えば，

手形債務者が，コンピュータのディスプレイ上の重要な手形要件に入力ミ

スをしたような場合（表示錯誤の場合），手形債務者には，原則として重

過失があることになるから，善意の手形取得者は，民法95条ただし書によ

り保護されることになろう。もっとも，そのようにいえるためには，電子

手形の設計として，先述した様々な政策的要素を検討する必要があるが，

これらに加え，自動処理を行うプログラムを組み込むことが可能であると

いう電子システムの特殊性を考慮すると，電子的意思表示を行う意思の有

無について確認を求める措置が講じられていることもその前提とされよう

（電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律（平

成13年６月29日法律第95号）３条柱書のただし書参照）。

5 お わ り に

強迫による手形行為については，「取引の安全」を優先する，判例・通

説のとる善意の第三者保護ルールの設計は，被強迫者の保護という内的視

点及び強迫行為の抑止という外的視点のいずれからも相当とはいい難く，

その取消を原則として善意の第三者にも対抗できるとする，民法を全面的

に適用するルール設計が相当である。他方で，錯誤による手形行為につい
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ては，判例・通説のとる善意の第三者保護ルールが，内的・外的視点のい

ずれからも相当であるが，これとほぼ同内容のルールは，民法95条ただし

書の解釈によっても導くことができ，また，「要素の錯誤」の厳格解釈に

よっても善意の第三者保護を図りうるので，あえて手形法独自の観点から

の修正を施す必要はなく，やはり，民法を全面的に適用するルール設計が

相当である。このように，瑕疵ある手形意思表示を規律する上で，常に

「取引の安全」を優先すべきルール設計が相当であるとはいえず，本稿の

主張に従えば，「取引の安全」保護が正当化されるためには，政策的には，

社会的費用の総和が小さくなる場合でなければならないのである。以上の

とおり，「取引の安全」の内容・程度を多角的視点から再考してみる必要

があると考える。

将来の電子手形の設計に際して，「取引の安全」の内容・程度（リスク

配分）を検討する上では，リスクの回避費用・取引費用，予定される制度

利用者のリスク分散手段・能力，制度の管理費用，さらには，電子システ

ムの特殊性（コンピュータによる自動処理の可能性）などの政策的要素の

考慮が重要であるが，最も重要なことは，民法の意思表示に関する一般原

則を尊重することであり39)，このことは，政策立案者に対する明確なガイ

ドラインになると考える。

【付記】

筆者は，平成５年に京都地裁を初任として判事補に任官し，吉川義春先生が

部総括判事を務めておられた同地裁第３民事部（行政集中部）に配属されまし

た。京都地裁では，吉川義春先生から，裁判官としての心構え，紛争解決のあ

るべき姿，法廷における訴訟指揮，要件事実論・事実認定論，争点整理・判

決・和解の技術，比較法研究の重要性など，数えきれないほどのご指導を受け

ました。本稿は，先生のご専門からすると，誠に拙い未熟な小論ではあります

が，先生からのこれまでのご指導に心から感謝の意を表させていただき，ご退
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書房，1982年）64頁，田邊光政『最新手形法小切手法（四訂版）』（中央経済社，2000年）

75頁，小橋一郎「手形行為の意義」河本一郎ほか編『現代手形小切手法講座・第２巻』

（成文堂，2000年）９頁（小橋説は，人的抗弁説と呼ばれることもある。）がある。適用排

除説のうち，代表的なものを挙げれば，創造説の立場から，鈴木竹雄『手形法・小切手

法』（有斐閣，1957年）139頁，前田庸『手形法・小切手法入門』（有斐閣，1983年）62頁

がある。以上の学説の詳細な検討については，髙木・前掲注6)89頁以下参照。

8) 昭和54年最判の判決文（【錯誤による手形行為に関する判例一覧】 の【判旨】①参照）

を素直に読めば，適用排除説に立っているとも理解できる。しかし，昭和54年最判の事案

は，対第三者の事案であり，従来の判例においても，対第三者の事案における第三者との

関係では，実質的に民法の意思表示規定の適用が否定されてきていることからすると，昭

和54年最判は，手形行為の当事者間においては，なお民法の適用を予定していると解する

余地がないではなく，従来の修正適用説的立場を基本的に維持していると考えるべきでは

なかろうか（福瀧博之「手形理論と手形意思表示論に関する覚書」関西大学法学論集43巻

４号（1993年）27頁以下，特に34頁参照）。そして，強迫については，昭和54年最判以降

の下級審判決（【強迫による手形行為に関する判例一覧】 ～ ， ）が，適用排除説に
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立った判断をしていないことから見て，裁判実務は，昭和54年最判＝適用排除説であると

理解して，これを強迫に拡張して適用するものではないと考えられる。

9) 弥永真生「民法93～96条の手形行為への適用に関する一試論」筑波法政17号（1994年）

147頁。

10) リスクとは，経済学的には，情報が偏在しているため，ある特定の個人から見た場合，

将来，事実の発生が不確実である（複数の事象が起こる可能性がある）こと（市場的不確

実性），又は，社会全体から見て不確実であること（環境的不確実性）をいうが，本稿で

は，その不確実性ゆえに損失を被る可能性があること（ダウンサイドリスク）をいうもの

とする（本稿では，リスク，損失，コスト，責任を基本的に同じ意味で用いることがあ

る。）。市場的不確実性の場合，リスク回避のため，情報開示の是非が問題となる。

11) 要件事実論とは，立証責任の所在を考慮に入れて，「裁判」における立証という観点か

ら，実際の裁判実務に適用できるように実体法（主として民法）を解釈しようとする研究

をいう。その詳細は，司法研修所編『増補民事訴訟における要件事実第１巻』（法曹会，

1986年），同編『民事訴訟における要件事実第２巻』（法曹会，1992年），同編『紛争類型

別の要件事実──民事訴訟における攻撃防御の構造』（法曹会，1999年）を，また，約束

手形金請求の要件事実論については，同編『９訂 民事判決起案の手引』（法曹会，2001

年）（事実摘示記載例集）７～８頁，坂井芳雄『約束手形金請求訴訟における要件事実と

その立証（三訂版）』（法曹会，1996年），拙稿「約束手形金請求訴訟の要件事実と事実認

定」判タ1134号（2004年）48頁以下を，それぞれ参照されたい。要件事実論特有の理論と

して，不可避的不利益陳述・せり上がりにつき，前掲要件事実第１巻62頁以下，予備的主

張（請求原因）につき，前掲要件事実第２巻181頁以下，いわゆるａ＋（プラス）ｂ（過

剰主張）につき，前掲要件事実第１巻284頁以下，前掲要件事実第２巻181頁以下を,それ

ぞれ参照されたい。

12) 太田勝造『裁判における証明論の基礎──事実認定と証明責任のベイズ論的再構成』

（弘文堂，1982年）108頁以下参照。

13) 浅香紀久雄「東京地裁手形部の事件処理状況より（２・完）東京地裁手形部の最近の事

件概況」銀行法務21第598号（2001年）16頁以下。なお，古い資料であるが，「研究会 手

形訴訟の実務上の諸問題（第６回）」判タ140号（1963年）36～37頁，「シンポジウム・手

形訴訟（上）」ジュリ402号（1968年）47頁以下の「手形訴訟参考統計表」（特に56頁の六

表）も参照。

14) 四宮和夫 =能見善久『民法総則（第７版）』（弘文堂，2005年）182～186頁，209頁，212

頁参照。被強迫者の帰責性がかなり小さいことに照らし，第三者は，善意・無過失でなけ

れば保護されないと考える。なお，民法96条３項の類推適用論は，民法起草者意思（富

井・前掲注3)385頁）に反し，実定法上の根拠を欠くものであるから（川井健『民法総

則・第２版』（有斐閣，2000年）224～225頁参照），賛成できない。

15) 浜田宏一『損害賠償の経済分析』（東京大学出版会，1977年）37～42頁，104～107頁，

グイド・カラブレイジ（小林秀文訳）『事故の費用──法と経済学による分析──』（信山

社，1993年）32～33頁，古城誠「『法の経済分析』の意義と限界（上）（中）──不法行為

の経済分析モデル」法時56巻１号（1984年）54頁以下，56巻７号（1984年）59頁以下，平
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井宜雄『法政策学（第２版）──法制度設計の理論と技法』（有斐閣，1995年）90頁。

16) ロナルド・Ｈ・コース（宮沢健一ほか訳）『企業・市場・法』（東洋経済新報社，1992

年）111頁以下，179頁以下。

17) 取引費用とは，①交渉相手を探すための費用（探索費用），②交渉・契約締結のための

費用（交渉費用），③取引後，取引の履行を強制するための費用（強制費用）をいう（ロ

バート・Ｄ・クーター =トーマス・Ｓ・ユーレン（太田勝造訳）『新版 法と経済学』（商

事法務，1997年）134頁）。

18) カラブレイジ・前掲注15)158頁。

19) 久米良昭ほか編『競売の法と経済学』（信山社，2001年）118～119頁。

20) もっとも，表意者に，取消の意思表示後，強迫を受けたという情報（偶然得られた非生

産的情報）の第三者に対する開示を義務付け，最安価費用回避者として，リスクを負担さ

せるべきであるとする考え方は成り立つ。これは，民法94条２項類推適用論（前掲注14)

参照）の問題である。

21) 稲田・前掲注6)106頁注（１）。

22) 関・前掲注1)374頁。

23) 本文の３，2)，アでは，Ａの資力に問題がないと仮定したが，現実には，Ａが無資力の

場合もありうる。この場合，ＸがＡの無資力（手形金回収不能）のリスクを負担する根拠

は，損害負担コストの低減であろう。帰責性の小さい者同士のリスク配分として，原則と

して，金融機関にそのリスク負担を求める近時の立法（偽造カード等及び盗難カード等を

用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律（平成

17年８月10日法律第94号）３条，４条）も参照。

24) 関・前掲注1)248頁注（３），374頁注（３）参照。

25) 吉川・前掲注5)13頁参照。

26) 吉川義春「手形の無因性（二・完）──裁判実務からみた手形法の基礎理論──」民商

77巻６号（1978年）783頁参照。

27) 林竧「手形金額に錯誤がある裏書」『手形小切手判例百選（第５版）』（有斐閣，1997年）

17頁，大橋光雄『手形法（改訂初版）』（厳松堂書店，1942年）61～62頁。

28) 民法の解釈論としての，錯誤における「取引の安全」保護に関しては，強迫と同様，民

法94条２項類推適用論（前掲注14)参照）も考えられる（幾代通『民法総則（第２版）』

（青林書院，1984年）277頁の注（１）参照。なお，民法96条３項類推適用論には賛成でき

ない。石田穣『民法総則』（悠々社，1992年）351頁参照）。この場合，重過失のない錯誤

表意者であれば，その帰責性はそれほど大きくはないので，第三者は，善意でも重過失が

あれば保護されないと考える（髙木・前掲注6)122頁参照。善意の第三者であることは，

予備的請求原因，第三者の重過失は，これに対する抗弁となる。）。ただし，本稿では，明

文規定のある民法95条ただし書の解釈論について論ずる。

29) 富井・前掲注3)371～372頁，梅謙次郎『民法要義巻之一総則篇』（和仏法律学校・明法

堂，1896年）190頁。

30) 富井・前掲注3)372頁，鳩山秀夫『注釈民法全書第２巻法律行為乃至時効（合本六版）』

（厳松堂書店，1918年）155頁参照。重過失ある錯誤表意者の帰責性が小さくないことに照
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らし，相手方や第三者は，悪意でなければ保護されると考える。

31) 共通錯誤につき，内田貴『民法Ⅰ 総則・物権総論（第２版補訂版）』（東京大学出版会，

2000年）74～75頁，東京地判平 14・3・8 判時1800号64頁，相互錯誤につき，石田・前掲

注28)356頁参照。

32) 石田・前掲注28)351頁，高田・前掲注6)358頁参照。

33) 表示機関による誤記・誤認を含む。この場合，表示機関に重過失があれば，本人にも重

過失があるものと評価される（東京地判昭 58・3・15 ジュリ811号（判例カード№ 115）

参照）。

34) 手形理論に関して，交付契約説に立つと，受取人・被裏書人について，意思表示の瑕疵

が問題となりうるので，（電子手形の場合を含めて）手形行為自体について，双方錯誤が

問題となりうる。

35) 事実的理解の人的抗弁（Ｅ２）は，錯誤無効の抗弁（Ｅ１）をすべて包含しており，い

わゆるａ＋ｂの関係（前掲注11)参照）に立ち，要件事実論的には無意味ではないかと

いった問題もあるが，ここでは，立ち入らない。

36) 小橋一郎「手形金額に錯誤のある裏書と悪意の取得者に対する償還義務の範囲」民商82

巻３号（1980年）388頁以下，大久保憲章「民事判例研究」法政研究47巻１号（1980年）

197頁以下参照。

37) 錯誤法の問題は，経済学的には，このような取引情報に関する開示・秘匿の問題ないし

情報収集コスト（投資）との関連で考察される必要がある（吉田邦彦『民法解釈と揺れ動

く所有論』（有斐閣，2000年）467頁以下）。

38) 生産的な情報と非生産的な情報とに分けて，錯誤における情報開示義務を論ずるものに，

A. T. クロンマンの所説がある（林田清明「錯誤の経済分析（Ⅰ）（Ⅱ・完）──A. T. ク

ロンマン所説とわが国錯誤法──」大分大学経済論集35巻１号（1983年）90頁以下，同巻

２号（1983年）123頁以下参照）。ただし，この議論の留意点につき，藤田友敬「『法と経

済学』の観点から見た情報開示」判タ1178号（2005年）37頁以下参照。

39) 財団法人比較法研究センター『コンピュータ取引と法政策』（1986年）111～114頁参照。

ドイツでは，電子的資金移動（Electronic Fund Transfers : EFT。なお，手形も資金移動

の一種である。）における振込委託の意思表示の瑕疵に，民法の一般原則がそのまま適用

されると解されているのも参考になろう（岩原紳作「資金移動取引の瑕疵と金融機関」国

家学会編『国家学会百年記念・国家と市民第３巻』（有斐閣，1987年）211頁，238頁，同

『電子決済と法』（有斐閣，2003年）228頁参照）。もっとも，電子システムの特殊性（コン

ピュータによる自動処理の可能性）からすると，コンピュータによって自動化された電子

的意思表示を伝統的な民法の一般原則によって規律できるか（人の行為としての意思表示

と見ることができるか）という問題もあるが（孟觀燮「自動化された電子取引の理論的検

討（一）」名古屋大学法政論集209号（2005年）85頁以下），自動化された意思表示も，シ

ステム利用者の包括的意思が具体化されたものと評価できるので，肯定的に解しておきた

い（落合誠一「電子社会と商取引」中里実ほか編『電子社会と法システム』（新世社，

2002年）145頁参照）。
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頁

×
（
平
静
な
判
断
力

に
欠
け
た
こ
と
を
推

察
し
得
る
こ
と
を
全

く
否
定
し
得
な
い
と

は
い
え
，
強
迫
に
よ

る
も
の
と
は
一
概
に

い
い
難
い
）

対
第
三
者

被
告
Ｙ
・
Ｂ

(共
同
振
出
）

→
Ａ
→
原
告

Ｘ

　
Ｂ
は
，
Ａ
か
ら
，
い
わ
ゆ
る
裏
口
入
学
の
依
頼
を
受

け
た
者
で
あ
る
が
，
私
立
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
Ｙ
に

対
し
，
そ
の
働
き
掛
け
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
，
す
べ
て

失
敗
に
終
わ
り
，
Ａ
か
ら
運
動
資
金
の
返
還
を
強
く
迫

ら
れ
た
結
果
，
Ｙ
に
対
し
，
そ
の
弱
み
に
付
け
込
み
，

共
同
責
任
で
あ
る
な
ど
と
述
べ
て
，
そ
の
運
動
資
金
を

超
え
る
金
額
の
Ａ
宛
て
の
本
件
手
形
を
Ｂ
と
共
同
で
振

り
出
さ
せ
た
。

手
形
行
為

⑥

東
京
地
判
昭
34
・

９
・
９

金
法
22
1号

７
頁

○
被
告
会
社
Ｙ

→
原
告
Ｘ

手
形
行
為

　
Ｘ
は
，
Ｙ
会
社
に
出
資
金
の
返
還
を
強
く
迫
り
，
同

社
の
営
業
を
妨
害
す
る
行
為
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
，
Ｙ

会
社
の
代
表
者
に
対
し
，
非
常
に
興
奮
し
て
，
｢商
売

の
邪
魔
を
し
て
や
る
。
た
だ
は
お
か
な
い
。
商
売
を
引

き
つ
い
だ
か
ら
払
っ
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
。
ど
う
せ

死
ぬ
の
だ
か
ら
身
体
を
張
っ
て
い
る
の
だ
。」
等
と
口

走
り
，
本
件
手
形
を
振
り
出
さ
せ
た
。

⑦

仙
台
地
判
昭
36
・

２
・
21

判
時
25
9号

34
頁

×
（
Ｙ １
ら
が
幾
分
窮

境
に
陥
っ
た
心
情
の

程
は
窺
い
知
れ
る
が
，

意
思
決
定
の
自
由
ま

で
妨
げ
ら
れ
た
も
の

と
は
認
め
難
い
）

当
事
者
間

当
事
者
間

被
告
Ｙ １
・
Ｙ ２

(共
同
振
出
）

→
原
告
会
社

Ｘ

手
形
行
為

　
Ｘ
会
社
は
，
Ｙ １
ら
に
商
品
を
卸
し
て
い
た
と
こ
ろ
，

売
掛
債
務
の
支
払
が
滞
り
が
ち
に
な
っ
た
の
で
，
Ｘ
会

社
の
代
表
者
は
，
同
社
の
店
員
Ａ
ら
に
命
じ
て
，
無
断

で
Ｙ １
ら
方
か
ら
商
品
を
持
ち
出
さ
せ
，
さ
ら
に
，
Ａ
ら

が
持
ち
去
っ
た
商
品
だ
け
で
は
不
足
額
が
あ
る
の
で
，

残
っ
た
商
品
で
決
済
し
て
も
ら
い
た
い
と
迫
ま
っ
た
が
，

原
因
関
係
を
欠
く
と

し
て
，
Ｘ
の
請
求
棄

却
）

間
に
わ
た
る
押
し
問
答
を
し
た
末
，
Ｂ
の
主
導
す
る
軟

禁
的
な
雰
囲
気
の
下
に
，
ま
た
，
Ｘ
会
社
も
，
Ｂ
の
常

軌
を
逸
し
た
交
渉
に
便
乗
し
て
，
Ｙ
会
社
に
不
利
益
な

覚
書
の
調
印
を
強
要
し
，
同
日
，
そ
の
支
払
の
た
め
に

本
件
手
形
を
振
り
出
さ
せ
た
。
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⑧

大
阪
高
判
昭
36
・

８
・
18

金
法
28
8号

４
頁

○
当
事
者
間

被
控
訴
人
Ｙ

→
控
訴
人
Ｘ

手
形
行
為

　
Ｘ
は
，
Ｙ
が
裏
書
し
て
い
た
別
口
の
手
形
の
裏
書
人

と
し
て
の
責
任
を
追
及
し
よ
う
と
考
え
，
Ｙ
を
大
阪
市

内
の
ビ
ル
の
一
室
に
呼
び
出
し
，
Ｙ
に
対
し
，
そ
こ
に

立
ち
会
っ
た
Ｘ
及
び
２
名
の
者
が
剣
道
，
柔
道
の
有
段

者
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
，
手
形
の
振
出
を
拒
絶

す
れ
ば
，
Ｘ
ら
が
Ｙ
の
店
舗
で
大
き
な
声
を
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
等
と
述
べ
た
と
こ
ろ
，
Ｙ
が
，
Ｘ

に
対
し
，
一
両
日
の
後
に
本
件
手
形
を
振
り
出
し
た
。

⑨

東
京
地
判
昭
36
・

11
・
27

判
タ
12
7号

62
頁

○
（
本
件
手
形
振
出

及
び
原
因
関
係
た
る

合
意
は
，
強
迫
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
し

て
，
そ
の
各
取
消
を

認
め
た
）

当
事
者
間

被
告
Ｙ
→
原

告
Ｘ

原
因
関
係

手
形
行
為

　
Ｘ
（
女
性
）
は
，
Ｙ
（
Ｘ
の
離
婚
財
産
分
与
に
つ
い

て
委
任
を
受
け
た
男
性
弁
護
士
，
74
歳
）
に
対
し
，
夜

間
，
二
人
の
男
性
を
同
伴
し
，
Ｙ
宅
に
お
い
て
，
｢悪

徳
弁
護
士
」
｢警
察
に
訴
え
て
や
る
。
裁
判
所
に
も
知

ら
せ
て
や
る
。」
な
ど
と
大
声
で
わ
め
き
ち
ら
し
，
委

任
手
数
料
と
し
て
支
払
っ
た
金
銭
の
返
還
を
約
束
さ
せ

た
上
，
そ
の
約
10
日
後
，
上
記
二
人
の
男
性
を
同
行
し

て
，
喫
茶
店
に
お
い
て
，
上
記
と
同
様
の
暴
言
を
吐
き
，

上
記
同
額
の
本
件
手
形
を
振
り
出
さ
せ
た
。

⑩

最
判
昭
40
・
１
・

26
集
民
77
号

14
5頁

○
（
強
迫
に
よ
る
手

形
振
出
の
取
消
を
認

め
た
原
審
判
断
を
維

持
）

当
事
者
間

被
上
告
人
Ｙ

→
Ａ
→
上
告

人
Ｘ

手
形
行
為

　
Ｘ
は
，
Ｙ
に
対
し
，
旧
手
形
（
Ｙ
が
理
事
長
を
務
め

る
農
協
振
出
の
手
形
）
の
手
形
金
の
弁
済
を
受
け
た
後
，

旧
手
形
は
Ｙ
が
理
事
長
の
地
位
を
悪
用
し
て
振
り
出
し

た
不
正
手
形
で
あ
り
，
告
発
さ
れ
れ
ば
刑
事
責
任
を
免

れ
な
い
と
告
げ
て
（
Ｙ
は
，
当
時
，
そ
の
よ
う
な
不
正

行
為
の
責
任
を
問
わ
れ
て
い
た
。)
，
Ａ
ほ
か
１
名
と
と

派
出
所
の
警
察
官
か
ら
穏
便
な
方
法
で
解
決
す
る
よ
う

諭
さ
れ
，
そ
の
後
，
上
記
残
額
に
つ
い
て
Ｙ １
ら
に
本
件

手
形
を
振
り
出
さ
せ
た
。
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Ｘ
は
，
乙
種
海
運
貨
物
仲
立
業
者
で
あ
る
が
，
Ｙ
か

ら
毛
布
の
海
外
へ
の
輸
出
手
続
の
依
頼
を
受
け
，
船
荷

証
券
を
入
手
し
た
と
こ
ろ
，
そ
の
引
渡
し
を
求
め
た
Ｙ

に
対
し
，
Ｓ
に
対
す
る
商
品
の
保
管
料
債
権
の
立
替
え

を
約
束
し
な
け
れ
ば
，
こ
れ
を
引
き
渡
さ
な
い
と
述
べ

て
，
そ
の
支
払
を
約
束
さ
せ
る
と
と
も
に
，
本
件
為
替

手
形
の
引
受
け
を
さ
せ
た
。

⑪

最
判
昭
40
・
２
・

23
集
民
77
号

55
7頁

○
（
為
替
手
形
の
引

受
が
他
人
の
暴
行
・

強
迫
に
よ
り
意
思
決

定
の
自
由
を
奪
わ
れ

て
な
さ
れ
，
無
効
で

あ
る
と
し
て
同
旨
の

原
審
判
断
を
維
持
）

対
第
三
者

被
上
告
人
Ｙ

（
為
替
手
形

の
引
受
人
）

→
Ａ
→
Ｂ
→

・
・
・
→
上

告
人
Ｘ

為
替
手
形

行
為

　
Ｂ
は
，
Ｙ
に
対
し
，
暴
行
強
迫
を
加
え
，
為
替
手
形

へ
の
引
受
を
強
要
し
，
そ
の
意
思
決
定
の
自
由
を
奪
っ

た
上
で
，
本
件
為
替
手
形
へ
の
引
受
の
署
名
押
印
を
さ

せ
た
。

⑫

大
阪
高
判
昭
41
・

８
・
29

金
法
45
5号

10
頁

×
（
強
迫
に
よ
る
取

消
の
手
形
抗
弁
は
，

絶
対
的
な
強
制
に
よ

る
場
合
を
除
き
，
人

的
抗
弁
に
す
ぎ
ず
，

善
意
の
第
三
者
に
対

抗
不
可
）

対
第
三
者

控
訴
会
社
Ｙ

→
・
・
・
→

被
控
訴
人
Ｘ

手
形
行
為

　
本
判
決
は
，
Ｙ
会
社
の
代
表
者
が
「
ど
う
に
も
こ
う

に
も
致
し
方
が
な
い
の
で
，
私
も
前
後
不
覚
の
状
態
に

な
り
ま
し
て
約
束
手
形
３
通
を
書
い
た
わ
け
で
す
。」

と
供
述
し
て
い
る
こ
と
を
以
て
，
絶
対
的
強
制
に
よ
る

手
形
振
出
と
は
い
え
な
い
，
と
し
て
い
る
が
，
強
迫
行

為
自
体
が
認
め
ら
れ
な
い
事
案
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
る
。

⑬

大
阪
高
判
昭
42
・

７
・
13

金
法
49
2号

33
頁

×
（
Ｘ
の
行
為
は
，

手
段
，
目
的
を
相
関

的
に
考
慮
し
，
行
為

全
体
を
商
業
道
徳
的

価
値
基
準
に
照
ら
す

と
，
い
ま
だ
違
法
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
）

当
事
者
間

控
訴
人
Ｙ

（
為
替
手
形

の
引
受
人
）

→
被
控
訴
人

Ｘ

原
因
関
係

為
替
手
形

行
為

　
Ｘ
会
社
は
，
不
渡
り
と
な
っ
た
，
別
口
の
Ａ
会
社
振

新
潟
地
判
昭
43
・

判
時
56
1号

○
当
事
者
間

被
告
Ｙ
→
原

手
形
行
為

も
に
威
圧
的
態
度
に
出
て
，
そ
の
金
員
の
回
収
に
要
し

た
費
用
名
下
に
そ
の
支
払
を
迫
り
，
本
件
手
形
を
振
り

出
さ
せ
た
。
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⑮

東
京
地
判
昭
47
・

３
・
28

判
時
66
5号

88
頁

○
（
為
替
手
形
の
引

受
（
実
印
の
押
捺
）

は
，
絶
対
的
強
迫
に

よ
り
当
然
無
効
）

当
事
者
？

被
告
Ｙ
（
為

替
手
形
の
引

受
人
）
－
Ａ

（
振
出
人
）

→
原
告
Ｘ

為
替
手
形

行
為

　
Ａ
（
Ｙ
の
妻
の
弟
）
夫
婦
は
，
夜
間
か
ら
朝
方
に
か

け
て
，
Ｙ
宅
に
お
い
て
，
Ｙ
が
脱
出
不
可
能
な
状
態
の

下
，
出
刃
包
丁
で
，
Ｙ
に
対
し
，
暴
行
・
強
迫
を
加
え
，

実
印
等
を
奪
取
し
た
上
，
そ
の
４
日
後
夜
，
再
び
，
被

告
宅
に
お
い
て
，
就
寝
中
の
被
告
に
対
し
，
上
記
実
印

を
あ
ら
か
じ
め
引
受
欄
に
押
捺
し
た
為
替
手
形
に
署
名

す
る
よ
う
要
求
し
，
Ｙ
は
，
や
む
な
く
記
名
判
の
押
捺

を
承
諾
し
て
，
Ａ
ら
に
お
い
て
，
記
名
判
の
押
捺
が
さ

れ
，
本
件
為
替
手
形
の
引
受
が
さ
れ
た
。

⑯

東
京
高
判
昭
51
・

９
・
８

金
商
52
6号

34
頁

×
（
本
件
手
形
は
，

Ｂ
の
強
迫
に
よ
っ
て

振
り
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
，
善
意
の

第
三
者
に
対
抗
不
可
）

対
第
三
者

控
訴
人
Ｙ
→

Ｂ
→
被
控
訴

人
Ｘ

手
形
行
為

　
Ｂ
は
，
別
の
刑
事
事
件
で
保
釈
中
，
自
己
の
妻
と
，

Ｙ
の
兄
Ａ
と
が
肉
体
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
を
知
り
，
Ａ

か
ら
金
銭
を
脅
し
取
ろ
う
と
企
て
，
喫
茶
店
に
お
い
て
，

Ａ
を
脅
か
し
て
，
手
形
振
出
の
約
束
を
さ
せ
，
そ
の
結

果
，
Ａ
は
，
実
質
上
Ａ
振
出
の
手
形
を
決
済
し
て
も

ら
っ
て
い
た
Ｙ
に
命
じ
て
，
本
件
手
形
を
振
り
出
さ
せ

た
（
な
お
，
直
接
強
迫
を
受
け
た
Ａ
と
Ｙ
と
は
別
人
で

あ
る
が
，
本
判
決
は
，
Ｙ
の
畏
怖
を
問
題
と
す
る
こ
と

な
く
，
本
件
手
形
は
，
Ｂ
の
強
迫
に
よ
っ
て
振
り
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
定
し
て
い
る
。)
。

出
の
融
通
手
形
の
取
立
て
を
，
関
西
出
身
の
債
権
取
立

業
者
Ｃ
に
依
頼
し
，
Ｃ
ら
４
名
を
し
て
，
Ａ
会
社
の
代

表
者
の
岳
父
で
，
実
質
的
な
営
業
担
当
者
で
あ
る
Ｙ
に

対
し
，
Ａ
会
社
の
事
務
所
に
お
い
て
，
ほ
ぼ
２
時
間
に

わ
た
り
，
１
対
４
の
多
勢
に
無
勢
の
状
況
下
で
，
関
西

弁
で
怒
声
を
発
し
た
り
，
机
を
た
た
い
た
り
し
て
，
上

記
融
通
手
形
と
同
額
の
本
件
手
形
を
振
り
出
さ
せ
た
。

告
会
社
Ｘ

68
頁

12
・
13

⑭
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⑰

東
京
高
判
昭
52
・

５
・
10

判
時
86
5号

87
頁

○
（
本
件
各
手
形
の

振
出
及
び
裏
書
は
，

Ｘ １
ら
の
強
迫
に
よ
る

も
の
で
，
意
思
の
自

由
を
全
く
喪
失
し
て

な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
，
不
成
立
な

い
し
無
効
な
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
る
）

当
事
者

被
控
訴
人
Ｙ １

→
被
控
訴
人

Ｙ ２
→
控
訴
人

Ｘ
１
～
３

手
形
行
為

　
Ｙ １
と
Ｙ ２
は
，
夫
婦
で
あ
る
が
，
妻
Ｙ １
が
，
Ｘ １
ら
と

の
間
で
，
無
尽
講
に
加
入
し
て
い
た
と
こ
ろ
，
そ
の
掛

金
等
の
支
払
を
滞
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
，
Ｘ １
ら

は
，
夜
間
，
Ｙ １
を
バ
ー
に
呼
び
出
し
て
，
10
00
万
円
を

超
え
る
金
額
に
つ
き
手
形
を
振
り
出
す
よ
う
求
め
，
翌

午
前
零
時
を
過
ぎ
て
，
夫
Ｙ ２
を
呼
び
出
し
て
そ
の
債
務

の
履
行
を
求
め
，
つ
い
に
は
，
Ｙ
１
ら
を
Ｘ
１
の
自
宅
に

連
れ
込
み
，
疲
労
困
憊
と
畏
怖
の
状
態
に
置
き
，
そ
の

日
の
夕
刻
，
Ｙ
１
に
本
件
手
形
を
振
り
出
さ
せ
，
Ｙ
２
に

そ
の
第
１
裏
書
を
さ
せ
た
。

　
Ｘ
（
金
融
業
者
）
は
，
不
渡
り
と
な
っ
た
別
口
の
Ｂ

協
同
組
合
名
義
の
手
形
（
同
組
合
の
役
員
Ｃ
，Ｙ

１
の
裏

書
あ
り
）
に
係
る
貸
金
を
回
収
す
る
た
め
，
Ｃ
（
Ｄ
会

社
の
代
表
者
)，
Ｙ １
・
Ｙ ２
を
呼
び
出
し
，
約
３
時
間
，

「
若
い
衆
を
待
機
さ
せ
て
あ
る
」
な
ど
と
暴
力
団
と
の

関
係
を
示
唆
す
る
な
ど
し
て
そ
の
貸
金
の
返
済
を
強
く

迫
り
，
保
証
債
務
負
担
の
約
束
を
さ
せ
，
そ
の
後
，
２

回
に
わ
た
り
，
弁
済
を
要
求
し
，
Ｃ
に
Ｄ
会
社
の
代
表

者
と
し
て
本
件
手
形
を
振
り
出
さ
せ
，
Ｙ
１
・
Ｙ
２
に
裏

書
を
さ
せ
た
。

⑱

神
戸
地
判
昭
54
・

１
・
23

判
タ
38
3号

13
9頁

○
（
Ｙ １
の
第
１
裏
書

及
び
Ｙ ２
の
第
２
裏
書

に
つ
い
て
強
迫
に
よ

る
取
消
を
認
め
た
）

当
事
者
間

Ｄ
会
社
（
代

表
者
Ｃ
）
→

被
告
Ｙ １
→
被

告
Ｙ ２
→
原
告

Ｘ

手
形
行
為

（
原
因
関

係
？
）

⑲

大
阪
高
判
昭
55
・

８
・
28
（
⑱
の
控

訴
審
判
決
）

金
商
61
8号

41
頁

○
（
判
断
に
つ
い
て

は
，
右
「
強
迫
の
具

体
的
態
様
」
欄
参
照
）
同
　
上

同
　
上

同
　
上

　
同
上
（
な
お
，
被
控
訴
人
（
原
審
被
告
）
Ｙ １
の
第
１

裏
書
が
強
迫
に
よ
る
こ
と
を
認
定
す
る
こ
と
な
く
，
被

控
訴
人
（
原
審
被
告
）
Ｙ ２
の
第
２
裏
書
の
み
に
つ
い
て

強
迫
に
よ
る
取
消
を
認
め
，
他
方
，
Ｙ １
に
つ
い
て
は
，

控
訴
人
Ｘ
（
原
審
原
告
）
に
対
し
，
第
２
裏
書
の
無
効

（
無
権
利
）
の
抗
弁
を
対
抗
で
き
る
と
し
た
。)
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横
浜
地
判
昭
60
・

９
・
30

判
時
11
81
号

15
0頁

○
（
小
切
手
振
出
を

さ
せ
た
行
為
が
社
会

通
念
上
許
容
範
囲
を

超
え
た
違
法
な
強
迫

行
為
で
あ
る
と
し
て
，

小
切
手
の
振
出
の
取

消
し
を
認
め
た
）

当
事
者
間

被
告
会
社
Ｙ

（
小
切
手
振

出
人
）
→
原

告
会
社
Ｘ

小
切
手
行

為
　
Ｘ
会
社
の
代
表
者
は
，
Ｙ
会
社
の
従
業
員
Ａ
に
対
し
，

法
律
上
支
払
義
務
の
な
い
別
件
の
売
買
契
約
の
解
消
に

伴
う
違
約
金
名
下
の
金
銭
を
要
求
し
，
も
し
Ｘ
会
社
の

上
記
要
求
に
応
じ
な
い
場
合
に
生
ず
る
Ｙ
会
社
の
損
害
，

ひ
い
て
は
，
そ
の
折
衝
に
あ
た
っ
て
い
た
Ａ
の
Ｙ
会
社

に
お
け
る
社
内
的
責
任
の
負
担
等
の
重
大
な
事
態
に
陥

ら
ざ
る
を
得
な
い
旨
畏
怖
さ
せ
，
和
解
金
と
し
て
50
0

万
円
を
支
払
う
旨
の
申
込
み
を
さ
せ
，
そ
の
支
払
の
た

め
，
Ａ
に
お
い
て
，
署
名
代
理
の
方
法
で
，
Ｙ
会
社
名

義
の
本
件
小
切
手
を
振
り
出
さ
せ
た
。

21 22

京
都
地
判
昭
61
・

６
・
19

判
タ
62
5号

21
3頁

×
（
Ｘ
被
告
が
原
告

会
社
の
代
表
者
Ｂ
を

強
迫
し
た
事
実
は
認

め
ら
れ
ず
，
ま
た
，

Ａ
ら
が
Ｂ
を
強
迫
し

た
事
実
に
つ
き
，
被

告
が
悪
意
で
あ
っ
た

当
事
者
間

原
告
会
社

(反
訴
被
告
）

Ｙ
→
被
告

(反
訴
原
告
）

Ｘ

手
形
行
為
　
Ａ
ら
は
，
Ｙ
会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
Ｂ
に
対
し
，

Ｂ
の
経
営
す
る
学
習
塾
に
お
け
る
差
別
事
件
を
め
ぐ
り
，

「
塾
を
つ
ぶ
す
の
は
簡
単
だ
。」
な
ど
と
強
迫
的
言
動

を
繰
り
返
し
て
，
無
理
難
題
の
要
求
を
し
，
Ｂ
が
代
表

取
締
役
を
務
め
る
有
限
会
社
Ｅ
を
振
出
人
と
す
る
Ｘ
宛

て
の
旧
手
形
を
振
出
さ
せ
，
そ
の
後
，
Ｙ
会
社
を
振
出

人
と
す
る
Ｘ
宛
て
の
本
件
手
形
を
振
り
出
さ
せ
た
（
な

⑳

東
京
高
判
昭
57
・

４
・
13

対
第
三
者

手
形
行
為
　
Ｍ
（
金
融
業
者
）
は
，
Ｙ
名
義
の
偽
造
裏
書
の
あ
る

別
口
の
手
形
を
所
持
し
て
い
た
と
こ
ろ
，
こ
れ
が
不
渡

り
と
な
っ
た
た
め
，
Ｙ
か
ら
手
形
金
の
支
払
を
受
け
よ

う
と
企
て
，
暴
力
団
員
風
の
屈
強
な
男
３
名
と
伴
に
，

Ｙ
方
を
訪
れ
，
夕
方
こ
ろ
か
ら
翌
朝
に
か
け
て
，
｢今

夜
中
に
20
0万
円
支
払
わ
な
け
れ
ば
家
で
も
工
場
で
も

取
り
上
げ
る
」
な
ど
と
大
声
で
脅
か
し
，
本
件
手
形
を

振
り
出
さ
せ
，
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
Ｍ
は
，
10
年
来
の

同
業
者
で
，
兄
貴
分
で
あ
る
Ｘ
に
裏
書
譲
渡
し
た
。

判
時
10
46
号

12
6頁

○
（
強
迫
に
よ
る
取

消
の
抗
弁
を
人
的
抗

弁
と
し
つ
つ
，
手
形

の
裏
書
取
得
者
が
そ

の
こ
と
に
悪
意
で
あ

る
と
推
認
し
て
抗
弁

の
対
抗
を
認
め
た
）

被
控
訴
人
Ｙ

→
Ｍ
→
控
訴

人
Ｘ
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暴
力
団
組
員
Ｈ
ら
は
，
石
油
精
製
プ
ラ
ン
ト
工
事
の

請
負
代
金
支
払
債
務
を
負
っ
て
い
た
Ａ
会
社
の
役
員
Ｙ

に
対
し
，
｢お
前
が
い
う
こ
と
を
聞
か
な
い
と
，
20
0人

位
の
若
い
者
が
木
刀
を
持
っ
て
会
社
で
も
役
所
で
も
銀

行
で
も
乗
り
込
む
ぞ
。」
な
ど
と
脅
か
し
，
別
口
の
手

形
を
振
り
出
さ
せ
る
な
ど
し
，
そ
れ
か
ら
約
２
か
月
後
，

Ｈ
は
，
Ｃ
会
社
振
出
の
本
件
手
形
に
つ
き
，
｢俺
が
取

り
立
て
て
や
る
。
」
な
ど
と
述
べ
，
こ
れ
を
信
じ
た
Ｙ

は
，
本
件
手
形
に
裏
書
し
た
上
，
Ｈ
に
交
付
し
た
（
そ

の
後
，
本
件
手
形
は
Ｍ
の
裏
書
を
経
て
，
Ｘ
が
取
得
し

て
い
る
。)
。

23

大
阪
地
判
平
４
・

４
・
28

判
時
14
34
号

13
0頁

×
（
本
件
手
形
の
裏

書
交
付
時
点
で
は
，

暴
力
団
組
員
Ｈ
に
対

す
る
畏
怖
が
少
し
は

続
い
て
い
た
面
が
な

か
っ
た
と
は
い
え
な

い
も
の
の
，
畏
怖
に

基
づ
い
て
裏
書
交
付

し
た
と
ま
で
は
い
え

ず
，
む
し
ろ
，
Ｈ
に

欺
罔
さ
れ
て
，
本
件

手
形
の
裏
書
交
付
を

し
た
も
の
と
認
め
る

べ
き
で
あ
る
と
し
た

上
で
，
詐
欺
取
消
に

つ
き
，
Ｘ
の
害
意
取

得
を
肯
定
し
て
原
告

の
請
求
を
棄
却
し
た
）

対
第
三
者

Ｃ
会
社
→
被

告
Ｙ
→
Ｍ
→

原
告
Ｘ

手
形
行
為

と
は
認
め
ら
れ
な
い
）

お
，
本
件
は
，
手
形
金
債
務
の
不
存
在
確
認
請
求
訴
訟

及
び
そ
の
反
訴
で
あ
る
。)
。
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【
錯
誤
に
よ
る
手
形
行
為
に
関
す
る
判
例
一
覧
】

裁
判
年
月
日

出
　
典

結
　
　
　
論

事
　
　
案
　
　
の
　
　
概
　
　
要

当
事
者
間

・
対
第
三

者
の
別

手
形
の
流
通

経
路

錯
誤
の
対

象
錯
誤
の
具
体
的
態
様

① ② ③

（
錯
誤
な
い
し
手
形

行
為
不
成
立
の
主
張

を
肯
定
－
○
，
否
定

－
×
）

錯
誤
の
内
容

水
戸
地
判
大
10
・

６
・
11

法
律
新
聞

10
7巻
19
01

号
21
頁

×
（
手
形
振
出
の
原

因
と
な
っ
た
協
定
に

第
三
者
の
詐
欺
に
よ

り
錯
誤
が
あ
る
こ
と

は
，
手
形
振
出
の
動

機
（
縁
由
）
の
錯
誤

に
す
ぎ
な
い
）

当
事
者

被
控
訴
人
Ｙ

→
控
訴
人
Ｘ
手
形
行
為
動
機
の
錯
誤
　
Ｘ
と
Ｙ
は
，
Ａ
に
騙
さ
れ
て
，
Ａ
と

の
間
で
，
国
有
林
等
の
払
い
下
げ
の
運

動
費
を
負
担
す
る
協
定
を
結
ん
だ
が
，

Ｙ
は
，
所
持
金
が
な
か
っ
た
の
で
，
Ｘ

か
ら
資
金
の
提
供
を
受
け
，
そ
の
代
償

と
し
て
Ｘ
に
本
件
手
形
を
振
り
出
し
た
。

大
判
大
10
・
９
・

20
民
録
27
輯

15
83
頁

○
（
要
素
の
錯
誤
な

し
と
し
た
原
判
決
を

破
棄
し
，
原
審
に
差

し
戻
し
た
）

当
事
者

上
告
人
Ｙ
→

被
上
告
人
Ｘ
手
形
行
為
動
機
の
錯
誤

　
　
？

　
米
穀
取
引
所
の
仲
買
人
で
あ
る
Ｙ
は
，

そ
の
取
引
先
で
あ
る
Ｘ
に
対
し
，
利
益

金
返
還
債
務
が
あ
る
と
信
じ
て
，
本
件

手
形
を
振
り
出
し
た
が
，
そ
の
取
引
の

中
に
は
違
法
無
効
な
取
引
が
含
ま
れ
て

お
り
，
実
際
に
Ｙ
が
Ｘ
に
支
払
う
べ
き

原
因
債
務
は
な
か
っ
た
。

東
京
控
判
大
10
・

９
・
22

法
律
新
聞

10
7巻
19
24

号
20
頁

×
（
手
形
裏
書
の
原

因
と
な
っ
た
債
務
が

存
在
す
る
も
の
と
誤

信
し
た
と
し
て
も
，

そ
れ
は
，
手
形
裏
書

当
事
者

Ａ
→
控
訴
人

Ｙ
→
被
控
訴

人
Ｘ

手
形
行
為
動
機
の
錯
誤
　
Ｙ
は
，
Ａ
と
共
同
事
業
を
し
て
い
た

関
係
上
，
Ａ
に
対
し
て
債
権
を
有
す
る

Ｂ
に
対
し
て
も
，
組
合
契
約
上
債
務
を

負
担
す
る
も
の
と
誤
信
し
，
Ｂ
か
ら
，

Ａ
の
振
り
出
し
た
本
件
手
形
に
裏
書
す
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Ｙ
は
，
Ａ
に
割
引
目
的
で
本
件
手
形

を
振
り
出
し
た
の
に
，
Ａ
が
，
割
引
の

目
的
外
で
被
控
訴
人
Ｘ
に
裏
書
譲
渡
し
，

い
ま
だ
割
引
代
金
の
支
払
を
受
け
て
い

な
い
と
い
う
の
は
，
要
素
の
錯
誤
に
基

づ
く
手
形
振
出
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

の
動
機
（
縁
由
）
の

錯
誤
に
す
ぎ
な
い
）

る
よ
う
要
求
さ
れ
た
の
に
対
し
て
，
上

記
の
と
お
り
誤
信
し
て
，
裏
書
し
た
と

主
張
し
た
。

④

東
京
控
判
大
13
・

３
・
28

法
律
新
聞

12
2巻
22
56

号
21
頁

×
（
割
引
目
的
で
手

形
を
振
り
出
し
た
の

に
，
割
引
の
目
的
外

で
裏
書
譲
渡
さ
れ
た

と
い
う
の
は
，
手
形

の
原
因
関
係
の
錯
誤

に
す
ぎ
な
い
）

対
第
三
者
控
訴
人
Ｙ
→

Ａ
→
被
控
訴

人
Ｘ
⇔
Ｂ
銀

行

手
形
行
為
動
機
の
錯
誤

（
原
因
関
係

の
錯
誤
）

　
Ｙ
の
先
代
Ｗ
は
，
Ａ
振
出
の
甲
銀
行

に
宛
て
た
旧
手
形
に
裏
書
し
て
い
た
と

こ
ろ
，
こ
の
手
形
の
切
り
換
え
の
た
め

で
あ
る
と
誤
信
し
て
，
Ａ
振
出
の
本
件

手
形
に
裏
書
を
し
た
。

⑤

大
判
昭
３
・
４
・

14
民
集
７
巻

26
9頁

×
（
原
審
が
，
Ｘ
Ｙ

間
の
裏
書
の
前
提
事

項
の
錯
誤
は
裏
書
を

無
効
と
し
な
い
と
し

た
の
に
対
し
て
，
手

形
授
受
当
事
者
間
で

は
，
そ
の
合
意
上
の

前
提
事
項
は
，
手
形

上
の
権
利
に
影
響
を

及
ぼ
す
と
し
た
）

当
事
者

Ａ
会
社
（
為

替
手
形
の
振

出
人
・
引
受

人
）
→
Ｂ
→

上
告
人
Ｙ
→

被
上
告
銀
行

Ｘ

為
替
手
形

行
為

動
機
の
錯
誤

　
　
？

　
Ｙ
は
，
Ｂ
及
び
Ｘ
と
の
間
で
，
３
個

の
事
項
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
約
し
て
，

Ｘ
に
対
し
て
本
件
為
替
手
形
に
裏
書
を

し
た
と
主
張
し
た
（
こ
の
判
決
は
，
当

事
者
間
で
の
手
形
の
無
因
性
を
否
定
し

て
い
る
。
吉
川
義
春
「
手
形
の
無
因
性

（
一
）
－
裁
判
実
務
か
ら
み
た
手
形
法

の
基
礎
理
論
－
」
民
商
77
巻
５
号

（
19
78
年
）
62
9頁
，
63
1頁
参
照
)。

⑥

大
判
昭
７
・
６
・

22
民
集
11
巻

12
18
頁

×
（
Ｘ
が
，
先
代
Ｗ

の
家
督
相
続
人
Ｙ
に

遡
求
し
た
の
に
つ
き
，

先
代
Ｗ
の
裏
書
に
要

素
の
錯
誤
あ
り
と
し

た
原
判
決
を
破
棄
し
，

対
第
三
者
Ａ
→
被
上
告

人
先
代
Ｗ

（
被
上
告
人

Ｙ
は
家
督
相

続
人
）
→
Ｂ

→
Ｃ
→
上
告

手
形
行
為
動
機
の
錯
誤
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そ
れ
は
，
単
に
動
機

（
縁
由
）
の
錯
誤
に

す
ぎ
な
い
と
し
た
）

人
Ｘ

⑦

大
判
昭
13
・
６
・

10
判
決
全
集
５

輯
14
号
27
頁

×
（
原
審
は
，
本
件

小
切
手
決
済
後
の
預

金
残
高
を
，
Ｙ
会
社

の
会
計
係
員
が
錯
誤

に
基
づ
き
承
認
し
た

と
し
た
の
に
対
し
，

そ
の
承
認
に
錯
誤
が

あ
る
か
否
か
は
，
Ｙ

会
社
の
代
表
者
に
つ

い
て
判
断
す
べ
き
で

あ
る
な
ど
と
し
て
，

原
判
決
を
破
棄
し
て

差
し
戻
し
た
）

当
事
者

被
上
告
会
社

Ｙ
（
小
切
手

振
出
人
）
－

上
告
銀
行
Ｘ

（
支
払
人
）

→
Ａ

小
切
手
振

出
後
の
事

情

小
切
手
振
出

後
の
事
情
に

関
す
る
錯
誤

　
Ｙ
会
社
は
，
Ａ
に
振
り
出
し
た
本
件

小
切
手
に
つ
き
，
Ｘ
銀
行
が
し
た
支
払

を
無
効
で
あ
る
と
し
て
，
Ｘ
銀
行
に
対

し
，
預
金
の
返
還
を
求
め
た
。
Ｙ
会
社

は
，
Ｘ
銀
行
が
上
記
小
切
手
を
決
済
し

た
後
，
Ｘ
銀
行
か
ら
の
当
座
預
金
残
高

の
照
会
に
対
し
，
こ
れ
を
承
認
す
る
旨

の
回
答
を
し
た
。
Ｙ
会
社
に
は
，
そ
の

承
認
に
錯
誤
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題

と
な
っ
た
（
本
件
は
，
直
接
的
に
は
，

本
件
小
切
手
振
出
が
代
表
権
濫
用
に
よ

り
無
効
と
な
る
か
否
か
が
争
点
と
さ
れ

た
事
案
で
あ
る
。)
。

⑧

東
京
地
判
昭
14
・

３
（
日
付
不
詳
）

法
律
新
報

54
0号
21
頁

×
（
振
出
人
か
ら
担

保
を
差
し
入
れ
る
等

の
言
を
信
じ
て
裏
書

し
た
と
し
て
も
，
裏

書
を
し
よ
う
と
し
た

動
機
（
縁
由
）
に
錯

誤
が
あ
る
に
す
ぎ
な

い
）

対
第
三
者
Ａ
→
原
告
Ｘ

→
Ｂ
→
被
告

Ｙ

手
形
行
為
動
機
の
錯
誤
　
Ｘ
は
，
Ａ
か
ら
，
Ａ
振
出
の
手
形
で

他
か
ら
融
通
を
受
け
，
そ
の
金
銭
で
株

式
を
引
受
け
，
そ
の
株
券
を
担
保
と
し

て
預
け
入
れ
る
と
の
言
を
信
じ
，
本
件

手
形
に
裏
書
し
た
と
主
張
し
た
（
な
お
，

Ａ
は
，
本
件
手
形
に
，
Ｘ
，
Ｂ
の
各
裏

書
を
得
た
上
で
，
Ｙ
に
割
り
引
い
て
も

ら
い
，
Ｙ
は
，
Ｘ
及
び
Ｂ
の
間
で
，
上

記
手
形
不
渡
り
を
条
件
と
す
る
準
消
費

貸
借
契
約
を
結
び
，
公
正
証
書
を
作
成
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Ｙ
は
，
Ｂ
か
ら
，
自
動
車
を
買
っ
た

の
で
，
そ
の
代
金
支
払
の
た
め
手
形
に

裏
書
し
て
ほ
し
い
と
欺
罔
さ
れ
て
，
そ

の
旨
誤
信
し
て
Ａ
振
出
の
本
件
手
形
に

裏
書
し
た
。

し
た
。
本
件
は
，
上
記
公
正
証
書
上
の

債
務
の
不
存
在
確
認
請
求
訴
訟
で
あ

る
。)
。

⑨

大
判
昭
16
・
９
・

29
判
決
全
集
９

輯
１
号
３
頁
×
（
動
機
（
縁
由
）

の
錯
誤
に
す
ぎ
な
い

と
し
た
原
判
決
を
維

持
）

対
第
三
者
Ａ
→
上
告
人

Ｙ
→
Ｂ
→
被

上
告
人
Ｘ

手
形
行
為
動
機
の
錯
誤

　
Ｙ
は
，
本
件
手
形
（
新
手
形
）
を
他

に
裏
書
譲
渡
せ
ず
，
か
つ
，
本
件
手
形

と
引
換
に
旧
手
形
が
返
却
さ
れ
る
も
の

⑩

東
京
地
判
昭
29
・

２
・
23

下
民
５
巻
２

号
20
9頁

×
（
偽
造
の
手
形
保

証
を
真
実
で
あ
る
と

誤
信
し
て
裏
書
を
し

て
も
，
動
機
（
縁

由
）
の
錯
誤
に
す
ぎ

な
い
）

当
事
者

Ａ
会
社
（
振

出
人
)【
手

形
保
証
・
被

告
Ｙ １
・
Ｙ ２
】

→
被
告
会
社

Ｙ ３
→
原
告
Ｘ

手
形
行
為
動
機
の
錯
誤

　
Ｙ ３
は
，
Ａ
会
社
に
対
し
，
同
社
の
取

締
役
で
あ
っ
た
Ｙ
１
・
Ｙ
２
の
手
形
保
証

を
要
求
し
，
そ
の
保
証
が
真
実
で
あ
る

と
誤
信
し
て
本
件
手
形
に
裏
書
し
た
と

主
張
し
た
。

⑪

最
判
昭
29
・
３
・

９
×
（
民
法
95
条
が
手

形
行
為
に
適
用
あ
り

と
し
て
も
，
錯
誤
に

よ
る
手
形
振
出
の
無

効
は
，
善
意
の
第
三

者
に
対
抗
不
可
）

対
第
三
者

判
タ
40
号
15

頁
上
告
人
Ｙ
→

Ａ
→
被
上
告

人
Ｘ

手
形
行
為
動
機
の
錯
誤

　
　
？

　
Ｙ
は
，
Ａ
に
対
し
，
ラ
ッ
セ
ル
車
の

修
理
を
期
限
内
に
完
成
さ
せ
る
こ
と
を

条
件
に
，
修
理
代
金
の
前
渡
し
と
し
て
，

本
件
手
形
を
振
り
出
し
た
が
，
実
際
に

は
，
Ａ
は
，
約
定
の
期
間
内
に
修
理
を

完
成
で
き
る
状
況
に
は
な
く
，
ま
た
，

修
理
代
金
は
約
３
分
の
１
で
済
む
も
の

で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。

最
判
昭
29
・
11
・

18
民
集
８
巻
11

号
20
52
頁

×
（
手
形
の
書
替
に

あ
た
り
，
旧
手
形
が

返
還
さ
れ
る
も
の
と

対
第
三
者
上
告
人
Ｙ
→

Ａ
→
被
上
告

人
Ｘ

手
形
行
為
動
機
の
錯
誤
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誤
信
し
て
新
手
形
を

振
り
出
し
た
と
し
て

も
，
振
出
行
為
の
主

要
な
内
容
に
錯
誤
が

あ
る
と
は
い
え
ず
，

動
機
（
縁
由
）
に
錯

誤
が
あ
る
に
す
ぎ
な

い
）

と
誤
信
し
て
，
Ａ
に
対
し
，
本
件
手
形

を
振
り
出
し
た
と
主
張
し
た
（
な
お
，

本
判
決
は
，
振
出
行
為
の
要
素
錯
誤
の

意
義
に
つ
き
，
そ
の
主
要
な
内
容
自
体

に
錯
誤
の
存
す
る
場
合
を
い
う
と
し
て

い
る
。)
。

⑫

　
Ｙ
は
，
Ａ
会
社
と
の
間
で
，
種
々
の

条
件
を
合
意
し
た
上
で
，
そ
の
条
件
が

虚
偽
で
は
な
い
も
の
と
誤
信
し
て
本
件

手
形
を
振
り
出
し
た
と
主
張
し
た
。

⑬

長
崎
地
判
昭
32
・

12
・
26

判
時
14
2号

31
頁

×
（
売
買
代
金
債
務

が
な
い
の
に
あ
る
と

誤
信
し
て
手
形
を
振

り
出
し
て
も
，
振
出

行
為
に
錯
誤
が
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い
）

対
第
三
者

被
告
Ｙ
→
Ａ

→
原
告
Ｘ
⇔

Ｂ
⇔
Ｃ

＊
　
た
だ
し
，

Ｂ
は
架
空
人

手
形
行
為

動
機
の
錯
誤

　
Ｙ
は
，
Ａ
に
対
す
る
売
買
代
金
債
務

が
あ
る
も
の
と
誤
信
し
て
，
本
件
手
形

を
振
り
出
し
た
と
主
張
し
た
。

⑭

最
判
昭
34
・
８
・

28
ジ
ュ
リ
19
1

号
（
判
例

カ
ー
ド
№

11
54
）

×
（
共
同
振
出
人
が

誰
か
で
あ
る
か
の
点

の
錯
誤
は
，
要
素
の

錯
誤
で
は
な
い
）

不
明

不
明

手
形
行
為

動
機
の
錯
誤

　
　
？

不
明

⑮

最
判
昭
37
・
３
・

23
集
民
59
号

60
3頁

×
（
手
形
振
出
の
動

機
に
重
大
な
錯
誤
が

あ
り
，
そ
れ
が
一
般

に
は
要
素
の
錯
誤
と

み
ら
れ
る
と
し
て
も
，

手
形
振
出
行
為
自
体

の
効
力
を
左
右
し
な

い
）

対
第
三
者

上
告
人
Ｙ
→

Ａ
会
社
→
・

・
・
→
被
上

告
人
Ｘ

手
形
行
為

動
機
の
錯
誤



82 (2404)

立命館法学 2005 年 6 号（304号)

⑯

東
京
地
判
昭
37
・

３
・
28

判
時
29
9号

35
頁

×
（
Ｙ
会
社
の
右
55

通
の
手
形
振
出
に
は
，

表
示
機
関
に
よ
る
錯

誤
が
認
め
ら
れ
る
が
，

善
意
の
第
三
者
に
対

抗
不
可
）

対
第
三
者
被
告
会
社
Ｙ

→
Ａ
→
・
・

・
→
原
告
Ｘ

手
形
行
為
要
素
の
錯
誤

（
表
示
機
関

に
よ
る
表
示

錯
誤
）

　
Ｙ
会
社
の
常
務
取
締
役
ら
は
，
会
計

主
任
に
対
し
，
金
額
20
万
円
の
手
形
５

通
の
振
出
を
命
じ
た
の
を
，
そ
の
会
計

主
任
が
，
上
記
の
手
形
に
加
え
て
，
金

額
10
万
円
の
手
形
55
通
も
振
り
出
す
も

の
と
誤
信
し
て
，
Ａ
を
受
取
人
と
し
て
，

こ
れ
ら
合
計
60
通
の
手
形
を
振
り
出
し

た
。

⑰

最
判
昭
37
・
７
・

13
集
民
61
号

57
5頁

×
（
上
告
人
の
錯
誤

は
動
機
（
縁
由
）
の

錯
誤
に
す
ぎ
な
い
）

当
事
者

上
告
人
Ｙ
→

被
上
告
人
Ｘ

⇔
Ｂ
会
社

手
形
行
為
動
機
の
錯
誤
　
Ｙ
は
，
Ａ
に
対
し
，
砂
利
・
砂
の
買

入
代
金
債
務
を
負
担
し
て
い
た
の
で
，

Ａ
を
受
取
人
と
し
て
手
形
を
振
り
出
す

つ
も
り
で
，
Ｘ
を
受
取
人
と
し
て
本
件

手
形
を
振
り
出
し
て
し
ま
っ
た
と
主
張

し
た
が
，
Ｙ
は
，
本
件
手
形
を
Ｘ
を
受

取
人
と
し
て
振
り
出
す
意
思
で
Ｘ
宛
て

に
振
り
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
，
そ
の

錯
誤
は
動
機
（
縁
由
）
の
錯
誤
に
す
ぎ

な
い
と
さ
れ
た
。

⑱

東
京
地
判
昭
38
・

６
・
25

ジ
ュ
リ
28
3

号
（
判
例

カ
ー
ド
№

47
5）

×
（
Ｙ
に
は
，
手
形

振
出
に
要
素
の
錯
誤

が
あ
る
が
，
重
過
失

が
あ
る
）

当
事
者
？
被
告
Ｙ
→
原

告
Ｘ
？

手
形
行
為
要
素
の
錯
誤

（
手
形
認
識

を
欠
く
，
表

示
錯
誤
）

　
Ｙ
は
，
外
国
人
で
，
自
己
の
署
名
し

た
も
の
が
手
形
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
，

銀
行
を
支
払
場
所
と
し
て
手
形
を
振
り

出
す
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
法
律
効
果
を

発
生
す
る
の
か
を
知
ら
な
か
っ
た
（
こ

の
点
の
錯
誤
は
要
素
の
錯
誤
で
あ
る
と

さ
れ
た
。)
。
し
か
し
，
そ
の
一
方
で
，

Ｙ
は
，
長
年
日
本
に
居
住
し
，
料
理
店
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Ｙ
会
社
は
，
同
社
の
事
務
員
が
，
他

か
ら
預
か
り
保
管
中
の
本
件
手
形
に
，

誤
っ
て
第
２
裏
書
人
と
し
て
Ｙ
会
社
の

裏
書
を
し
，
そ
の
裏
書
の
抹
消
を
命
じ

ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
こ
れ

を
し
な
い
ま
ま
他
に
交
付
し
て
し
ま
っ

た
と
主
張
し
た
。

を
経
営
し
て
い
る
の
に
，
手
形
振
出
の

際
に
通
訳
を
立
ち
合
わ
せ
た
り
，
知
人

・
弁
護
士
等
に
相
談
し
た
り
し
な
か
っ

た
（
こ
の
点
で
，
重
過
失
が
あ
る
と
さ

れ
た
。)
。

⑲

東
京
高
判
昭
38
・

７
・
13

判
タ
15
1号

75
頁

×
（
Ｙ
会
社
の
裏
書

に
錯
誤
が
あ
る
と
し

て
も
，
善
意
の
第
三

者
に
対
抗
不
可
）

対
第
三
者

Ａ
→
Ｂ
→
控

訴
会
社
Ｙ
→

・
・
・
→
被

控
訴
人
Ｘ

手
形
行
為

要
素
の
錯
誤

（
表
示
機
関

に
よ
る
表
示

錯
誤
）

⑳

東
京
地
判
昭
38
・

11
・
13

判
タ
15
7号

73
頁

×
（
動
機
な
い
し
原

因
関
係
上
の
錯
誤
に

す
ぎ
な
い
）

対
第
三
者

被
告
会
社
Ｙ

→
Ａ
有
限
会

社
→
原
告
Ｘ

手
形
行
為

動
機
の
錯
誤

　
Ｙ
会
社
は
，
Ａ
有
限
会
社
に
工
事
を

請
け
負
わ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
，
同
社
と

そ
の
下
請
業
者
か
ら
，
工
事
を
進
捗
さ

せ
る
た
め
，
下
請
代
金
の
支
払
保
証
の

趣
旨
で
手
形
を
振
り
出
し
て
欲
し
い
と

懇
請
さ
れ
，
Ａ
有
限
会
社
宛
て
に
本
件

手
形
を
振
り
出
し
た
が
，
同
社
ら
は
，

当
初
か
ら
工
事
を
進
捗
さ
せ
る
意
思
を

有
し
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
。

東
京
地
判
昭
40
・

６
・
９

判
時
42
1号

46
頁

×
（
Ｙ
会
社
に
は
，

本
件
小
切
手
振
出
に

要
素
の
錯
誤
が
あ
る

が
，
重
過
失
が
あ
る
）

当
事
者

被
告
会
社
Ｙ

（
小
切
手
振

出
人
）
→
原

告
Ｘ

小
切
手
行

為
動
機
の
錯
誤

　
　
？

　
Ｙ
会
社
は
，
Ｘ
，
Ａ
ら
と
の
間
で
，

Ａ
か
ら
も
と
Ｘ
所
有
土
地
を
買
い
受
け

る
旨
等
の
調
停
を
経
て
い
た
と
こ
ろ
，

Ｘ
か
ら
，
区
画
整
理
事
業
の
換
地
清
算

金
の
不
足
金
を
立
て
替
え
た
の
で
こ
れ
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21 22 23

を
支
払
っ
て
欲
し
い
と
い
わ
れ
，
そ
の

支
払
債
務
が
な
い
の
に
あ
る
も
の
と
誤

信
し
て
，
Ｘ
に
本
件
小
切
手
を
振
り
出

し
た
（
た
だ
し
，
Ｙ
会
社
は
，
適
切
な

調
査
を
し
て
い
な
か
っ
た
点
に
重
過
失

が
あ
る
と
さ
れ
た
。)
。

東
京
地
判
昭
43
・

５
・
10

判
時
53
3号

78
頁

○
（
Ｙ
の
Ｘ
に
対
す

る
手
形
振
出
の
原
因

関
係
に
要
素
の
錯
誤

が
あ
る
か
ら
，
原
因

関
係
を
欠
き
，
手
形

の
支
払
義
務
は
な
い
）

当
事
者

被
告
Ｙ
→
原

告
Ｘ

原
因
関
係
要
素
の
錯
誤

　
Ｙ
は
，
破
産
者
で
あ
る
Ｘ
と
の
間
で
，

破
産
管
財
人
の
関
与
な
し
に
は
訴
訟
事

件
の
解
決
を
な
し
得
な
い
の
に
，
こ
れ

を
な
し
う
る
も
の
と
誤
信
し
，
訴
訟
の

解
決
を
前
提
と
す
る
無
効
な
示
談
契
約

を
し
，
本
件
手
形
を
Ｘ
宛
て
に
振
り
出

し
た
。

金
沢
地
判
昭
46
・

７
・
22

判
時
64
6号

85
頁

×
（
Ｙ
会
社
の
手
形

振
出
の
交
付
行
為
に

要
素
の
錯
誤
が
あ
る

が
，
善
意
の
第
三
者

に
対
抗
不
可
）

被
告
会
社
Ｙ

→
Ａ
→
原
告

Ｘ ＊
　
竹
内
昭

夫
「
判
批
」

ジ
ュ
リ
60
8

号
(1
97
6年
）

12
1頁
は
，

本
件
の
手
形

の
流
れ
に
異

論
を
述
べ
る
。

手
形
行
為
要
素
の
錯
誤

（
表
示
機
関

に
よ
る
表
示

錯
誤
）

　
Ｙ
会
社
の
代
表
者
は
，
裏
書
禁
止
手

形
を
作
成
し
，
こ
れ
を
受
取
人
Ａ
に
渡

す
よ
う
に
，
そ
の
妻
Ｂ
に
預
け
て
い
た

と
こ
ろ
，
妻
Ｂ
が
，
誤
っ
て
，
裏
書
禁

止
文
句
の
な
い
本
件
手
形
を
Ａ
に
交
付

し
て
し
ま
っ
た
。

対
第
三
者

大
阪
高
判
昭
53
・

２
・
24

判
タ
36
6号

20
3頁

○
（
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す

る
詐
欺
を
認
め
る
と

当
事
者

Ｂ
会
社
→
Ａ

会
社
→
被
控
手
形
行
為
動
機
の
錯
誤

　
Ｙ
は
，
Ａ
会
社
の
代
表
者
で
あ
っ
た

が
，
も
う
一
人
の
代
表
者
Ｃ
を
通
じ
て
，
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と
も
に
，
Ｙ
の
動
機

の
錯
誤
も
表
示
さ
れ

て
い
た
か
ら
，
現
実

に
交
付
を
受
け
た
割

引
代
金
60
0万
円
を
，

３
通
の
手
形
に
按
分

し
た
20
0万
円
を
超

え
る
部
分
を
無
効
と

し
た
）

訴
人
Ｙ
→
控

訴
人
Ｘ

「
Ｘ
は
，
『
Ｂ
会
社
振
出
，
Ａ
会
社
及

び
Ｙ
裏
書
の
手
形
を
交
付
す
れ
ば
，

10
00
万
円
の
割
引
代
金
を
支
払
う
。』

と
い
っ
て
い
る
。」
と
い
わ
れ
た
の
で
，

そ
の
旨
誤
信
し
，
裏
書
を
し
た
上
，
Ｃ

を
通
じ
て
，
本
件
手
形
３
通
を
Ｘ
に
交

付
し
た
が
，
Ｘ
か
ら
は
，
60
0万
円
し

か
交
付
さ
れ
な
か
っ
た
（
吉
川
義
春

「
判
批
」
判
タ
39
0号
（
19
79
年
）
22
5

頁
は
，
手
形
裏
書
は
不
可
分
な
１
個
の

行
為
で
あ
る
か
ら
，
そ
の
一
部
取
消

（
無
効
）
を
認
め
る
の
は
疑
問
で
あ
る

と
さ
れ
る
。)
。

大
阪
高
判
昭
53
・

７
・
20

判
タ
37
4号

11
1頁

○
（
手
形
金
額
を
誤

信
し
た
Ｙ
は
，
Ｙ
を

害
す
る
こ
と
を
知
り

つ
つ
，
本
件
手
形
を

取
得
し
た
Ｘ
に
対
し
，

裏
書
の
要
素
の
錯
誤

を
対
抗
可
）

対
第
三
者

Ａ
→
被
控
訴

人
Ｙ
→
Ｂ
→

控
訴
人
Ｘ

手
形
行
為

要
素
の
錯
誤

（
誤
認
に
よ

る
表
示
錯
誤
）

　
Ｙ
は
，
Ａ
か
ら
15
0万
円
の
本
件
手

形
の
振
出
交
付
を
受
け
た
が
，
15
00

万
円
の
表
示
と
み
ら
れ
る
記
載

（
￥
1,
50
00
,0
00
）
の
あ
る
手
形
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
，
そ
れ
と
気
付
か
ず
，
こ

れ
を
15
0万
円
の
手
形
で
あ
る
と
誤
信

し
，
同
様
の
誤
信
を
し
て
い
る
Ｂ
に
裏

書
譲
渡
し
（
た
だ
し
，
Ｂ
は
，
Ｘ
に
裏

書
譲
渡
す
る
時
に
は
，
上
記
誤
信
に
気

付
い
て
い
た
。)
，
Ｘ
は
，
Ｂ
か
ら
裏
書

譲
渡
を
受
け
た
が
，
Ｙ
の
錯
誤
に
つ
き

悪
意
で
あ
っ
た
。
Ｘ
は
，
Ａ
が
支
払
を

拒
絶
し
た
た
め
，
Ｙ
に
遡
求
義
務
の
履
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25

行
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

最
判
昭
54
・
９
・

６
（
　
の
上
告
審

判
決
）

民
集
33
巻
５

号
63
0頁

○
（
た
だ
し
，
Ｙ
が

悪
意
の
取
得
者
に
対

す
る
関
係
で
錯
誤
を

理
由
に
し
て
本
件
手

形
金
の
償
還
義
務
の

履
行
を
拒
む
こ
と
が

で
き
る
の
は
，
本
件

手
形
金
の
う
ち
15
0

万
円
を
超
え
る
部
分

に
つ
い
て
だ
け
で
あ

る
と
し
て
，
Ｘ
の
請

求
中
，
15
0万
円
及

び
こ
れ
に
対
す
る
付

帯
請
求
部
分
に
つ
き
，

原
判
決
破
棄
，
差
し

戻
し
）

同
　
上

同
　
上

同
　
上

同
　
上

　
原
審
（
原
々
審
）
に
お
い
て
，
敗
訴

し
た
Ｘ
は
，
Ｙ
に
は
，
少
な
く
と
も

15
0万
円
の
裏
書
意
思
は
あ
っ
た
か
ら
，

裏
書
全
部
に
つ
い
て
錯
誤
を
認
め
た
原

審
は
法
律
の
適
用
を
誤
っ
た
も
の
で
あ

る
と
し
て
上
告
し
た
。

【
判
旨
】

　
①
　
手
形
の
裏
書
は
，
裏
書
人
が
手
形
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
そ
の
裏
書
人
欄
に
署
名
又
は
記
名
捺
印
し
た
以
上
，
裏
書
と
し
て
は
有
効
に
成
立
す
る
の
で

あ
っ
て
，
裏
書
人
は
，
錯
誤
そ
の
他
の
事
情
に
よ
っ
て
手
形
債
務
負
担
の
具
体
的
な
意
思
が
な
か
っ
た
場
合
で
も
，
手
形
の
記
載
内
容
に
応
じ
た
償
還
義
務
の
負
担

を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
，
右
手
形
債
務
負
担
の
意
思
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
手
形
を
取
得
し
た
悪
意
の
取
得
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
，
裏
書
人
は
人

的
抗
弁
と
し
て
償
還
義
務
の
履
行
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
②
　
Ｙ
が
金
額
15
00
万
円
の
本
件
手
形
を
金
額
15
0万
円
の
手
形
と
誤
信
し
て
裏
書
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
，
Ｙ
に
は
，
本
件
手
形
金
の
う
ち
15
0万
円
を
超

え
る
部
分
に
つ
い
て
は
手
形
債
務
負
担
の
意
思
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
，
15
0万
円
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
手
形
債
務
負
担
の
意
思
が
な
か
っ
た
と
は

い
え
ず
，
し
か
も
，
本
来
金
銭
債
務
は
そ
の
性
質
上
可
分
な
も
の
で
あ
る
か
ら
，
少
な
く
と
も
裏
書
に
伴
う
債
務
負
担
に
関
す
る
限
り
，
本
件
手
形
の
裏
書
に
つ
い

て
の
Ｙ
の
錯
誤
は
，
本
件
手
形
金
の
う
ち
15
0万
円
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
存
し
，
そ
の
余
の
部
分
に
つ
い
て
は
錯
誤
は
な
か
っ
た
も
の
と
解
す
る
余
地
が
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あ
り
，
そ
う
と
す
れ
ば
，
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
，
Ｙ
が
悪
意
の
取
得
者
に
対
す
る
関
係
で
錯
誤
を
理
由
に
し
て
本
件
手
形
金
の
償
還
義
務
の
履
行
を
拒
む
こ
と

が
で
き
る
の
は
，
本
件
手
形
金
の
う
ち
15
0万
円
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
っ
て
，
そ
の
全
部
に
つ
い
て
で
は
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

27

27
28

名
古
屋
地
判
平
９

・
７
・
25

判
タ
95
0号

22
0頁

○
（
Ｙ
が
，
手
形
で

あ
る
こ
と
を
認
識
せ

ず
，
か
つ
，
手
形
引

受
を
す
る
と
い
う
認

識
が
全
く
な
く
，
為

替
手
形
の
引
受
欄
に

署
名
，
押
印
し
た
と

き
は
，
（
錯
誤
の
問

題
と
す
る
以
前
に
）

引
受
行
為
自
体
が
な

か
っ
た
も
の
と
評
価

す
る
の
が
相
当
で
あ

る
）

当
事
者

被
告
Ｙ
（
為

替
手
形
の
引

受
人
）
－
Ａ

（
振
出
人
）

→
原
告
会
社

Ｘ

＊
　
錯
誤
の

問
題
と
す
れ

ば
，
要
素
の

錯
誤
（
手
形

認
識
を
欠
く
，

表
示
錯
誤
）

　
Ｙ
は
，
Ａ
か
ら
，
土
地
の
売
買
契
約

な
い
し
そ
の
税
金
対
策
に
必
要
な
書
類

で
あ
る
と
い
わ
れ
，
こ
れ
を
信
じ
て
，

そ
の
内
容
を
十
分
確
認
す
る
こ
と
な
く
，

本
件
手
形
に
署
名
押
印
し
た
（
Ｙ
は
，

錯
誤
無
効
，
詐
欺
取
消
等
を
主
張
し
て

い
た
。)
。

名
古
屋
高
判
平
９

・
10
・
31
（
　
の

控
訴
審
判
決
）

金
商
10
31
号

32
頁

○
（
同
上
)

同
　
上

同
　
上

同
　
上

同
　
上


